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第６章 非常電源 

 

第１章から第５章まで及び第８章の消防用設備等に設けられる非常電源及び配線について

は、当該部分の規定によるほか、次による。 

 

第１ 用語の意義 

この章において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各項に定めるところによる。 

１ キュービクル式とは、変電設備、自家発電設備、蓄電池設備又は燃料電池設備を閉鎖型

の鋼板製の箱に収容したものをいう。 

２ 耐火配線とは規則第12条第１項第４号ホの規定による配線をいう。 

３ 耐熱配線とは規則第12条第１項第５号の規定による配線をいう。 

４ 一般負荷とは消防用設備等以外の負荷をいう。 

 

第２ 非常電源の設置種別 

非常電源の種別は、消防用設備等の種類に応じ、別表６－１によるものとする。 

 

第３ 非常電源専用受電設備 

非常電源専用受電設備は規則第12条第１項第４号イの規定によるほか、次による。 

１ 機器 

(1) 高圧又は特別高圧で受電する非常電源専用受電設備の低圧回路に配電盤及び分電盤

（以下「配電盤等」という。）（高圧又は特別高圧内で分岐する配電盤等を除く。以下

この章において同じ。）を設ける場合は、規則第12条第１項第４号イ(ﾎ)の規定の例に

より設置するほか、設置場所に応じ別表６－２によること 

(2) 低圧で受電する非常電源専用受電設備の配電盤等並びにその非常電源回路に配電盤

等を設ける場合は規則第12条第１項第４号イ(ﾎ)の規定の例により設置するほか、設置

場所に応じ別表６－２によること 

２ 設置方法 

(1) 非常電源専用受電設備の結線は、図６－１によること 
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図６－１ 

非常電源専用受電設備の結線方法 

非常電源専用の受電用遮断器を設け、消防用設備等へ電源を供給する場合の例 

 

非常電源専用の変圧器（防災設備専用の変圧器であって、その二次側から各負荷までを非

常電源回路に準じた耐火配線としている場合を含む。）を設け、消防用設備等へ電源を供給

する場合の例 
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一般負荷を共用する変圧器で、消防用設備等へ電源を供給する場合の例 

 

一般負荷と共用する変圧器の二次側に一般負荷の主遮断器を設けその遮断機の一次側よ

り消防用設備等へ電源を供給する場合の例 
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(注) １ 一般負荷の変圧器一次側には、
受電用遮断器（ＰＦ1 又はＣＢ1）
より先に遮断するＰＦn 又はＣＢn

を設けること 
２ ＭＣＣＢ１は十分な遮断容量を
有し、（ＰＦ１又はＣＢ１）及び（Ｐ
Ｆ２又はＣＢ２）より先に遮断する
ものとする。 

３ ＭＣＣＢ1の定格電流は、共用変
圧器の二次側の定格電流の 1.5 倍
以下とし、かつ、消防用設備等の
ＭＣＣＢとの定格電流の合計は
2.14 倍以下とすること 
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(注) １ 一般負荷の変圧器一次側には、
受電用遮断器（ＰＦ1 又はＣＢ1）
より先に遮断するＰＦn 又はＣＢn

を設けること 
２ 共用変圧器の二次側遮断器は次
のものとすること 

(1) 一つの遮断器の定格電流≦変
圧器二次側の定格電流 

(2) 遮断器の定格電流の合計≦変
圧器二次側定格電流×2.14（不
等率 1.5／需用率 0.7） 

(3) （ＰＦ1 又はＣＢ1）及び（Ｐ
Ｆ2又はＣＢ2）より先に遮断する
ものとする。 

(4) 十分な遮断容量を有するもの
を設ける。 

（参考） 
不等率＝各負荷の最大需要電力
の和／総括した時の最大需要電
力 
需用率＝最大需要電力／設備容
量 
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低圧で受電し消防用設備等へ電源を供給する場合の例 

非常電源専用で受電するもの 

 

一般負荷と共用で受電するもの 

     略号の名称 

略号 名   称 

ＤＳ 

ＰＦ 

ＣＢ 

Ｔｒ 

ＭＣＣＢ 

Ｗｈ 

断路器 

電力ヒューズ 

遮断器 

変圧器 

配線用遮断器 

電力量計 

一般負荷

消
防
用
設
備
等

MCCB

M
C
C
B

MCCB

Ｗｈ

M
C
C
B

M
C
C
B



359 

(2) 非常電源専用受電設備の周囲には、別表６－３により保有距離をとること 

(3) 非常電源専用受電設備の非常電源回路に設ける電力量計は火災の影響を受けるおそ

れのない場所に設置すること。ただし、次のとおり措置された収納箱に電力量計を収納

する等、耐熱保護を講じる場合にあってはこの限りでない。 

ア 板厚1.6ミリメートル以上の鋼板製のものとすること 

イ 非常電源回路内に設ける電力量計と他の電力量計との間を板厚1.6ミリメートル以

上の隔壁（セパレーター）で区画すること 

ウ 前面にガラスを設ける場合は網入りガラスとすること 

 

第４ 自家発電設備 

自家発電設備は規則第12条第１項第４号ロの規定によるほか、次による。 

１ 機器 

自家発電設備回路にキュービクル式の変電設備及び配電盤等を設ける場合は、規則第12

条第１項第４号イ(ﾆ)の規定の例並びに第３．１．(1)及び(2)の例により設けること 

２ 設置方法 

(1) 自家発電設備の結線は、図６－２によること 

図６－２ 

自家発電設備の結線方法 

高圧の自家発電設備で供給するもの 

自動切替装置を設けた例 
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自動遮断器等でインターロックして設けた例 

 

低圧の自家発電設備で供給するもの 

低圧幹線に自動切替装置を設けた例 
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低圧分岐回路に自動切替装置を設けた例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

略号の名称 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 自家発電設備の周囲には、別表６－４により保有距離をとること 

(3) 自家発電設備回路にキュービクル式の変電設備及び配電盤等を設ける場合は、第３．

２．(2)の例により保有距離をとること 

(4) 起動信号を発する検出器（不足電圧継電器等）は、高圧の自家発電設備を用いるもの

にあっては、高圧側の常用電源回路に、低圧の自家発電設備を用いるものにあっては、

低圧側の常用電源回路に設けること 

(5) 自家発電設備を設置した室には、非常電源を付置した換気装置を設けること 

(6) 消防用設備等の作動中に停電した場合は、当該消防用設備等に対して自家発電設備の

略号 名   称 

ＤＳ 

ＣＢ 

ＵＶ 

ＰＦ 

Ｔｒ 

ＭＣＣＢ 

ＰＣＳ 

Ｅｇ 

断路器 

遮断器 

不足電圧継電器等（自家発電設備始動用） 

電力ヒューズ 

変圧器 

配線用遮断器 

プライマリーカットアウトスイッチ 

自家発電設備 
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電圧が確立した時点で瞬時に電力が供給できる装置を設けること 

(7) 消防用設備等の常用電源及び非常電源として使用する気体燃料を用いる常用防災兼

用ガス専焼発電設備（以下「ガス専焼発電設備」という。）の設置方法は、(1)から(6)

までによるほか、次による。 

ア 一般社団法人日本内燃力発電設備協会において、主燃料の安定供給の確保に係る評

価を受け、認められたものについては、自家発電設備の基準（昭和48年消防庁告示第

１号）第２第２号ただし書において準用する同基準第２第１号(13)ロの規定に適合し

ているものとして取り扱うものとする。 

イ 自家発電設備の基準第２第２号に規定する「非常電源用の燃料」（以下この号にお

いて「予備燃料」という。）を設置する場合は次のとおりとすること 

(ｱ) 予備燃料は屋外（地上）に設置すること。ただし、屋外（地上）に設置できない

場合にあっては、安全対策を講じた上で、31メートル又は10階以下の建物の屋上に

設置できるものであること。 

(ｲ) 気体の予備燃料を保有するガス専焼発電設備で、連結送水管（加圧送水装置を設

けるものに限る。）の電源を供給するものにあっては、予備燃料の保有量を２時間

以上連続して運転できる容量にボンベ１本（７立方メートル）を加えたものとする

こと。また、「ヘリコプターの屋上緊急離着陸場等の設置指導基準」（平成２年11月

制定）に基づき設置する緊急離着陸場又は緊急救助用スペースの夜間照明設備に電

源を供給するものにあっては、予備燃料の保有量を４時間以上連続して運転できる

容量にボンベ１本（７立方メートル）を加えたものとすること 

ウ ガス供給配管系統をガス専焼発電設備以外の他の機器等と共用する場合は、他の機

器等によりガス専焼発電設備に支障を与えない措置が講じられていること 

エ 緊急ガス遮断装置は専用とし、常時保安状況を監視できる場所（防災センター等が

設置されている場合は当該防災センター等をいう。）から遠隔操作できる性能を有す

ること 

オ 緊急ガス遮断装置の点検時等に安定的に燃料の供給を確保するため、図６－３の例

によりバイパス配管を設置すること 

カ 点検等によりガス専焼発電設備から電力の供給ができなくなる場合には、防火対象

物の実態に即して次に掲げる措置を講じる必要があること 

(ｱ) 非常電源が使用不能となる時間が短時間である場合 

Ａ 巡回の回数を増やす等の防火管理体制の強化が図られていること 

Ｂ 防火対象物が休業等の状態にあり、出火危険性が低く、また、避難すべき在館

者が限定されている間に点検等を行うこと 

Ｃ 火災時に直ちに非常電源を立ち上げることができるような体制にするか、消火

器の増設等により初期消火が適切に実施できるようにすること 

(ｲ) 非常電源が使用不能となる時間が長時間である場合 

(ｱ)に掲げる措置に加え、必要に応じて代替電源（可搬式電源等）を設けること 

キ ガス専焼発電設備が設置されている部分には、ガス漏れ火災警報設備を設置するこ

と。また、ガス漏れ火災警報設備等の検知部は、ガス専焼発電設備の設置されている
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部屋、キュービクル内（エンクロージャーを含む。）、ガス供給管の外壁貫通部及び

非溶接接合部付近に設けるものとし、作動した検知部がどこの部分であるか防災セン

ター等で確認できる措置が講じられていること。ただし、ガス事業法（昭和29年法律

第51号）等によりガス漏れ検知器の設置が規定されており、作動した検知部がどこの

部分であるか防災センター等で確認できる措置が講じられている部分を除く。 

ク 切替え信号により負荷の切替えを行う場合のガス専焼発電設備の出力算定につい

ては、負荷の切替えを行う前の出力算定及び負荷の切替えを行った後の出力算定を第

４．３の例によりそれぞれ算定し、大なる出力を有するものを設置すること 

図６－３ 

緊急ガス遮断装置のバイパス配管 

 

３ 出力算定 

自家発電設備の出力算定は、次による。 

(1) 自家発電設備に係る消防用設備等の全てに所定の時間電力を供給できる出力容量以

上であること。ただし、次のいずれかに適合する場合は、この限りでない。 

ア 同一敷地内の異なる防火対象物の消防用設備等に対し、自家発電設備を共用する場

合で、防火対象物ごとに必要とされる消防用設備等の負荷の総容量を計算し、その容

量が最も大きい防火対象物に対して電力を供給できる出力容量がある場合 

イ 消防用設備等の種別又は組み合わせ若しくは設置方法等により同時使用があり得

ない場合で、その容量が最も大きい消防用設備等の群に対して電力を供給できる出力

容量がある場合 
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(2) 自家発電設備は、全負荷同時起動ができるものであること。ただし、逐次５秒以内に

順次電力を供給できる装置を設けた場合は、この限りでない。◆ 

(3) 自家発電設備を一般負荷と共用する場合は、一般負荷の容量を加算し消防用設備等へ

の電力供給に支障を与えない出力容量であること 

(4) 消防用設備等の使用時のみ一般負荷を遮断する方式で次に適合するものにあっては、

前(3)にかかわらず、当該一般負荷の容量は加算しないことができる。なお、この場合、

一般停電時（一般負荷のみ起動時）と火災停電時（一般負荷を遮断した後の消防用設備

等の起動時）の２種類の出力算定を行い、支障がないことを確認すること 

ア 火災時及び点検時等に、電源が遮断されることによって二次的災害の発生がないも

のであること 

イ 回路方式は、常時消防用設備等に監視電流を供給しておき、屋内消火栓設備、スプ

リンクラー設備、泡消火設備等のポンプを用いる設備及び排煙設備のいずれかの起動

時に一般負荷を自動的に遮断するものであること 

ウ 遮断した一般負荷の復旧は、手動で行う方式とすること 

エ 一般負荷を遮断する場合の操作回路等の配線は、耐火配線又は耐熱配線とすること

（図６－４） 

オ 一般負荷の電路を遮断する機器は、発電設備室、変電設備室及びポンプ室等の不燃

材料で区画された部分で容易に点検できる位置に設けること（図６－４） 

カ 前オの機器には、その旨の表示を設けておくこと 
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図６－４ 

 

(5) 自家発電設備に必要とされる出力の算定に当たっては、発電機出力及び原動機出力を

ア及びイに示す方法によりそれぞれ求め、当該発電機出力及び原動機出力の整合をウに

示す方法により図るものとする。さらに、この結果に基づき、適切な発電機及び原動機

を選定し、当該組み合わせによる発電機出力を自家発電設備の出力とするものとする。

ただし、総務省消防庁監修の自家発電設備の出力算定ソフトウェアによるもの又は国土

交通省等において示している自家発電設備の出力算定の方法のうち、本算定方法と同様

の手法により行われているものにあっては当該方法によることができるものとする。 

ア 発電機出力の算出 

発電機出力は、次式により算出すること 

Ｇ＝ＲＧ・Ｋ 
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Ｇ ：発電機出力（キロボルトアンペア） 

ＲＧ：発電機出力係数（キロボルトアンペア毎キロワット） 

Ｋ ：負荷出力合計（キロワット） 

この場合における負荷出力合計及び発電機出力係数の算出は、次によること 

(ｱ) 負荷出力合計（Ｋ）の算出は、別記１によること 

(ｲ) 発電機出力係数（ＲＧ）は、次に掲げる４つの係数をそれぞれ求め、それらの値

の最大値とすること。この場合における各係数の算出については、別記２によるこ

と 

なお、負荷出力合計が大きい場合、より詳細に算出する場合等にあっては、別記

３に掲げる算出方式によることができること 

ＲＧ１：定常負荷出力係数と呼び、発電機端における定常時負荷電流によって定

まる係数 

ＲＧ２：許容電圧降下出力係数と呼び、電動機などの始動によって生ずる発電機

端電圧降下の許容量によって定まる係数 

ＲＧ３：短時間過電流耐力出力係数と呼び、発電機端における過渡時負荷電流の

最大値によって定まる係数 

ＲＧ４：許容逆相電流出力係数と呼び、負荷の発生する逆相電流、高調波電流分

の関係等によって定まる係数 

イ 原動機出力の算出 

原動機出力は、次式により算出すること 

Ｅ＝ＲＥ・Ｋ 

Ｅ ：原動機出力（キロワット） 

ＲＥ：原動機出力係数（キロワット毎キロワット） 

Ｋ ：負荷出力合計（キロワット） 

この場合における負荷出力合計及び原動機出力係数の算出は、次によること 

(ｱ) 負荷出力合計（Ｋ）の算出は別記１によること 

(ｲ) 原動機出力係数（ＲＥ）は、次に掲げる３つの係数をそれぞれ求め、それらの値

の最大値とすること。この場合における各係数の算出については、別記４によるこ

と 

なお、負荷出力合計が大きい場合、より詳細に算出する場合等にあっては、別記

５に掲げる算出方式によることができること 

ＲＥ1：定常負荷出力係数と呼び、定常時の負荷によって定まる係数 

ＲＥ2：許容回転数変動出力係数と呼び、過渡的に生ずる負荷急変に対する回転

数変動の許容値によって定まる係数 

ＲＥ3：許容最大出力係数と呼び、過渡的に生ずる最大値によって定まる係数 

ウ 発電機出力及び原動機出力の整合 

自家発電設備として組み合わせる発電機及び原動機は、前ア及びイにおいて算出さ

れたそれぞれの出力を次式に示す整合率（ＭＲ）で確認し、当該値が１以上となって

いることが必要であること。また、適切な組み合わせとしては、当該値を1.5未満と



367 

しておくことが望ましいこと 

なお、整合率が１未満の場合にあっては、原動機出力の見直しを行い、当該出力の

割増を行うことにより、１以上とすること 

g
cos

 
 Ｇ・

Ｅ
ＭＲ＝  

別記２及び別記４による場合は、 

　
Ｇ・Ｃｐ

Ｅ
ＭＲ＝1.13 となる。 

ＭＲ ：整合率 

Ｇ  ：発電機出力（キロボルトアンペア） 

cosθ：発電機の定格力率（0.8） 

ηｇ ：発電機効率 

Ｅ  ：原動機出力（キロワット） 

Ｃｐ ：原動機出力補正係数 

発電機出力Ｇ（kVA） 原動機出力補正係数Ｃp 

62.5未満 1.125 

62.5以上300未満 1.060 

300以上 1.000 

（注）原動機出力補正係数は、発電機効率ηｇを標準値（0.9） 

として計算を行っていることから、小出力発電機において 

誤差が大きくなるので、その効果を補正するものである。 

エ 自家発電設備の出力の算出結果については、様式１から様式４までの計算シートに

記入すること。ただし、第４．３．(5)のただし書により出力算定した結果について

は、当該所定の様式に記入することができること 

(6) 既存の自家発電設備で消防用設備等に係る負荷出力の変更があった場合等は、本算定

方法により出力の見直しを行い、その結果に基づき適正なものに改修する等の措置を講

じること 

 

第５ 蓄電池設備 

蓄電池設備は規則第12条第１項第４号ハの規定によるほか、次による。 

１ 機器 

蓄電池設備回路に配電盤等を設ける場合は、第３．１．(2)の例により設けること 

２ 設置方法 

(1) 蓄電池設備の結線は、図６－５によること 
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図６－５ 

蓄電池設備の結線方法 

主遮断器の一次側より分岐する場合    主遮断器の二次側より分岐する場合 

略号の名称 

略 号 名   称 

ＭＣＣＢ 配線用遮断器 

 

(2) 蓄電池設備の周囲には、別表６－５により保有距離をとること 

(3) 蓄電池設備回路に配電盤等を設ける場合は、第３．２．(2)の例により保有距離をと

ること 

(4) 蓄電池設備の充電装置への配線は、配電盤等から専用の回路とし、当該回路の開閉器

等には、その旨を表示すること 

３ 容量算定 

蓄電池設備の容量算定は、次による。 

(1) 容量は、許容最低電圧（蓄電池の公称電圧の80パーセントの電圧をいう。）になるま

で放電した後、24時間充電し、その後充電を行うことなく消防用設備等を１時間以上監

視、制御等を継続した直後において、消防用設備ごとに別表６－１の使用時間以上有効

に作動することができるものであること。ただし、ガス漏れ火災警報設備及び誘導灯に

あっては、当該監視状態は必要としない。 

(2) 容量は(1)によるほか、第４．３．(1)及び(3)の例によること 

(3) １の蓄電池設備で２以上の消防用設備等に電力を供給し、同時に使用する場合の容量

は、使用時間の最も長い消防用設備等の使用時間を基準とし算定すること 

(4) 容量は、次式により算出すること 

  Ａｈ）－Ｉ（Ｉ）＋･･････＋Ｋ－Ｉ（Ｉ）＋Ｋ－Ｉ（Ｉ＋ＫＩＫ
Ｌ

１
Ｃ＝ ｎ－１ｎｎ２３３１２２１１
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Ｃ：定格放電率換算容量（アンペアアワー） 

Ｌ：保守率 

Ｋ：放電時間Ｔ、蓄電池の最低温度及び許容できる最低電圧によって決められ

る容量換算時間（時） 

Ｉ：放電電流（アンペア） 

１、２、３…ｎ：放電電流の変化の順に番号を付したＴ、Ｋ、Ｉで、図６－６

の負荷特性の例による。 

（注１）保守率「Ｌ」は、使用年数、使用条件の変化等により蓄電池容量の変

化を補償し、所定の負荷特性を満足するために用いる係数で、Ｌ＝0.8

として計算すること 

（注２）容量換算時間「Ｋ」は、容量の放電率、使用温度、許容最低電圧（放

電終止電圧）などによる変化に対し、所定の条件における容量に換算

するための係数であり、別図６－７により算出すること。ただし、各

電池メーカーの作成している容量換算時間表による場合は、この限り

でない。 

１ 許容最低電圧は、負荷側機器から要求される最低電圧により定

める。 

２ 最低蓄電池温度は、「５度」を標準とすること 

３ 放電時間「Ｔ」は、負荷特性により求めること 

なお、容量換算時間表の見方は、次によること 

図６－６ 

蓄電池の負荷特性 

 

第６ 燃料電池設備 

燃料電池設備は規則第12条第１項第４号ニの規定によるほか、次による。 

１ 機器 

燃料電池設備回路に配電盤等を設ける場合は、第３．１．(2)の例により設けること 

放
電
電
流

時　間

Ｉ1

Ｉ2

Ｉ3

Ｔ3

Ｔ2

Ｔ1
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２ 設置方法 

(1) 燃料電池設備の結線は、図６－２．２の例によること 

(2) 燃料電池設備の周囲には、別表６－３により保有距離をとること 

(3) 燃料電池設備回路に配電盤等を設ける場合は、第３．２．(2)の例により保有距離を

とること 

(4) 起動信号を発する検出器（不足電圧継電器等）は、低圧側の常用電源回路に設けるこ

と 

(5) 燃料電池設備を設置した室には、非常電源を付置した換気装置を設けること 

(6) 消防用設備等の常用電源及び非常電源として使用する燃料電池設備の設置方法は、

(1)から(5)まで並びに第４．２．(7)．ウからクまでの例によるほか、次による。 

ア 一般社団法人日本内燃力発電設備協会において、主燃料の安定供給の確保に係る評

価を受け、認められたものについては、燃料電池設備の基準（平成18年消防庁告示第

８号）第２第２号ただし書において準用する同基準第２第１号(7)ロの規定に適合し

ているものとして取り扱うものとする。 

イ 燃料電池設備の基準第２第２号に規定する「非常電源用の燃料」を設置する場合は

第４．２．(7)．イ．(ｱ)及び(ｲ)の例により設けること 

３ 出力算定 

出力算定は第４．３の例によること 

 

第７ 非常電源回路等 

非常電源回路、操作回路、警報回路及び表示灯回路等（以下「非常電源回路等」という。）

の設置方法は次による。 

１ 設置方法 

(1) 非常電源回路等の耐火配線及び耐熱配線は、別表６－６によること 

(2) 非常電源回路等は、消防用設備等の種別に応じ、次によること 
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ア 屋内消火栓設備 

屋内消火栓設備の非常電源回路等は、図６－８の例により非常電源から電動機の入

力端子までの部分を耐火配線、操作（起動）回路及び表示灯回路等の部分を耐火配線

又は耐熱配線とすること 

図６－８ 

屋内消火栓設備の非常電源回路等 
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イ スプリンクラー設備 

スプリンクラー設備の非常電源回路等は、図６－９の例により非常電源から電動機

の入力端子及び一斉開放弁又は予作動式流水検知装置（湿式等）の起動用に用いる電

動弁の入力端子までを耐火配線、操作（起動）回路、警報回路及び表示灯回路等の部

分を耐火配線又は耐熱配線とすること 

図６－９ 

スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備の非常電源回路等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

移動式の泡消火設備の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 水噴霧消火設備及び泡消火設備 

イの例によるものとすること 
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エ 不活性ガス消火設備（移動式のものを除く。） 

不活性ガス消火設備の非常電源回路等は、図６－10の例により非常電源から制御盤

の入力端子及び消火剤の排出に用いる電動機の入力端子までを耐火配線とし、操作

（起動）回路、警報回路及び表示灯回路等並びに電気式閉鎖ダンパー及びシャッター

閉鎖回路等の部分を耐火配線又は耐熱配線とすること 

図６－10 

不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備（いずれも移動式のものを除く。）

の非常電源回路等 

 

 

オ ハロゲン化物消火設備及び粉末消火設備（どちらも移動式のものを除く。） 

エの例によること 
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カ 屋外消火栓設備 

屋外消火栓設備の非常電源回路等は、図６－11の例により非常電源から電動機の入

力端子までの部分を耐火配線、操作（起動）回路及び表示灯回路等の部分を耐火配線

又は耐熱配線とすること 

図６－11  

屋外消火栓設備の非常電源回路等 

 

キ 自動火災報知設備 

自動火災報知設備の非常電源回路等は、図６－12の例により非常電源から受信機の

入力端子まで及び非常電源を必要とする中継器までを耐火配線、地区音響装置回路及

びアナログ式感知器回路を耐火配線又は耐熱配線とすること 

図６－12 

自動火災報知設備の非常電源回路等 
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ク ガス漏れ火災警報設備 

ガス漏れ火災警報設備の非常電源回路等は、非常電源を他の消防用設備等と共用す

る場合にあっては、図６－13の例により非常電源から受信機の入力端子まで並びに非

常電源を必要とする検知器、中継器、増幅器及び操作部までの各回路を耐火配線とす

ること 

図６－13 

ガス漏れ火災警報設備の非常電源回路等 

 

ケ 非常ベル及び自動式サイレン 

非常ベル及び自動式サイレンの非常電源回路等は、図６－14の例により非常電源か

ら操作装置までを耐火配線、ベル、サイレン回路、操作回路及び表示灯回路を耐火配

線又は耐熱配線とすること 

図６－14 

非常ベル及び自動式サイレンの非常電源回路等 

 

 

 

 

 

非常電源 操作装置

表示灯

起動装置

ベル・サイレン
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コ 放送設備 

放送設備の非常電源回路等は、図６－15の例により非常電源から増幅器の入力端子

及び親機の入力端子までを耐火配線、操作回路、スピーカー回路及び表示灯回路を耐

火配線又は耐熱配線とすること 

図６－15 

放送設備の非常電源回路等 

 

サ 誘導灯 

誘導灯の非常電源回路等は、図６－16の例により非常電源から誘導灯の入力端子ま

でを耐火配線とすること 

図６－16 

誘導灯（別置型）の非常電源回路等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スピーカー

非常電話（親機）

増幅器

操作部

遠隔操作器
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非常電話（子機）

表示灯

非常電源 誘　導　灯



377 

シ 消防用水、連結散水設備及び連結送水管（いずれも加圧送水装置を設ける場合に限

る。） 

消防用水、連結散水設備及び連結送水管の非常電源回路等は、それぞれ図６－17、

18及び19の例により、非常電源から電動機の入力端子までを耐火配線、操作（起動）

回路、表示灯回路及び連絡装置を耐火配線又は耐熱配線とすること 

図６－17 

消防用水（加圧送水装置を用いるもの）の非常電源回路等 

 

図６－18 

連結散水設備（加圧送水装置を用いるもの）の非常電源回路等 
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図６－19 

連結送水管（加圧送水装置を用いるもの）の非常電源回路等 

 

 

ス 排煙設備 

排煙設備の非常電源回路等は、図６－20の例により非常電源から電動機の入力端子

及び排煙用切替えダンパーの入力端子までを耐火配線、操作（起動）回路及び連絡装

置回路等を耐火配線又は耐熱配線とすること 

図６－20 

排煙設備の非常電源回路等 
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セ 非常コンセント設備 

非常コンセント設備の非常電源回路等は、図６－21の例により非常電源から非常コ

ンセントまでを耐火配線、表示灯回路を耐火配線又は耐熱配線とすること 

図６－21 

非常コンセント設備の非常電源回路等 

 

ソ 無線通信補助設備（増幅器を設ける場合に限る。） 

無線通信補助設備の非常電源回路等は、図６－22の例により非常電源から増幅器の

入力端子までを耐火配線、操作回路を耐火配線又は耐熱配線とすること 

図６－22 

無線通信補助設備（増幅器を設ける場合に限る。）の非常電源回路等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表示灯

非常コンセント非常電源
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タ パッケージ型自動消火設備（主電源に電池を用いるものを除く。） 

パッケージ型自動消火設備の非常電源回路等は、図６－23の例により非常電源から

受信装置の入力端子までを耐火配線とし、操作（起動）回路等の部分を耐火配線又は

耐熱配線とすること 

図６－23 

パッケージ型自動消火設備（主電源に電池を用いるものを除く。）の非常電源回路等 

                                         

第８ 特例基準 

１ 非常動力装置の設置による特例 

次に適合する非常動力装置を設けることにより、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備

等の加圧送水装置の電動機に係る非常電源を設けないことができる。 

(1) 非常動力装置は、加圧送水装置の基準に適合すること 

(2) 非常動力装置は、停電及び起動信号を確認すれば自動的に起動するものであること 

(3) 非常動力装置は、規則第12条第１項第４号ロの規定に準じて設けること 

(4) 換気設備及び操作のための非常用の照明装置を設けた部屋に設けること 

２ 不活性ガス消火設備及びハロゲン化物消火設備の排出装置に要する非常電源 

不活性ガス消火設備及びハロゲン化物消火設備について、消火剤を安全な場所に排出す

るために設ける装置の非常電源は、次のいずれかに該当するものにあっては、非常電源専

用受電設備とすることができる。 

(1) 特定防火対象物で延べ面積が1,000平方メートル未満のもの 

(2) 令別表第１(16)項イに掲げる防火対象物で延べ面積が1,000平方メートル以上のも

ののうち、規則第13条第１項第２号に規定する小規模特定用途複合防火対象物 

(3) 特定防火対象物以外のもの 

３ 共同住宅の一部を住戸利用施設として使用する場合の非常電源 

令別表第１(5)項ロに掲げる防火対象物（同表(16)項ロに掲げる防火対象物のうち同表

(5)項ロに掲げる用途に供される部分を含む。）の一部の住戸（共同住宅の形態を有する

各独立部分を含む。）を同表(5)項イ並びに(6)項ロ及びハ（規則第13条第１項第１号に規

定する(6)項ロ及びハをいう。）に掲げるいずれかの用途（以下「住戸利用施設」という。）

選択弁

受信装置
（中継装置）

作動装置

非常電源

放出口

感知部

ボンベ火災表示盤
（防災センター等）
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として使用することにより、延べ面積1,000平方メートル以上の同表(16)項イに掲げる防

火対象物となる場合であっても、住戸利用施設の床面積の合計が1,000平方メートル未満

であって、かつ、規則第13条第１項第１号の規定に適合するもの又は10階以下の階におい

て次に適合するものについては、令第13条又は条例第41条の規定による水噴霧消火設備及

び泡消火設備、条例第39条第１項第２号の規定による屋内消火栓設備、令第12条若しくは

条例第40条第１項第６号又は第７号の規定によるスプリンクラー設備、令第29条若しくは

条例第46条第１項第３号の規定による連結送水管及び令第29条の２の規定による非常コ

ンセント設備に附置する非常電源は、非常電源専用受電設備とすることができる。 

(1) 居室を耐火構造の壁及び床で区画したものであること 

(2) 壁及び天井（天井のない場合にあっては、屋根）の室内に面する部分（回り縁、窓

台その他これらに類する部分を除く。）の仕上げを地上に通ずる主たる廊下その他の通

路にあっては準不燃材料で、その他の部分にあっては難燃材料でしたものであること 

(3) 区画する壁及び床の開口部の面積の合計が８平方メートル以下であり、かつ、１の

開口部の面積が４平方メートル以下であること 

(4) (3)の開口部には、特定防火設備である防火戸（廊下と階段とを区画する部分以外の

部分の開口部にあっては、防火シャッターを除く。）で、随時開くことができる自動閉

鎖装置付きのもの若しくは次に定める構造のもの又は防火戸（防火シャッター以外のも

のであって、２以上の異なった経路により避難することができる部分の出入口以外の開

口部で、直接外気に開放されている廊下、階段その他の通路に面し、かつ、その面積の

合計が４平方メートル以内のものに設けるものに限る。）を設けたものであること 

ア 随時閉鎖することができ、かつ、煙感知器の作動と連動して閉鎖すること 

イ 居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路に設けるものにあっては、直

接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖する部分を有し、その部分の幅、高さ及

び下端の床面からの高さが、それぞれ、75センチメートル以上、1.8メートル以上及

び15センチメートル以下であること  

(5) 住戸利用施設の各独立部分の床面積がいずれも100平方メートル以下であること 
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別表６－１ 第２ 

第５．３．(1)関係 

消防用設備等と適応非常電源 

消 防 用 設 備 等 非 常 電 源 の 種 別 使 用 時 間 

屋内消火栓設備 

スプリンクラー設備 

水噴霧消火設備 

泡消火設備 

屋外消火栓設備 

非常電源専用受電設備（注１に掲げる防

火対象物は除く。）、自家発電設備、蓄電

池設備又は燃料電池設備 30分以上 

不活性ガス消火設備 

ハロゲン化物消火設備 

粉末消火設備 

（移動式のものを除く。） 

自家発電設備、蓄電池設備又は燃料電池

設備 60分以上 

（注２） 

自動火災報知設備 

非常警報設備 

（非常ベル、自動式サイレン又は放

送設備） 

非常電源専用受電設備（注１に掲げる防

火対象物は除く。）又は直交変換装置を有

しない蓄電池設備 

10分以上 

（注３） 

ガス漏れ火災警報設備 

直交変換装置を有する蓄電池設備、自家

発電設備若しくは燃料電池設備（注４）

又は直交変換装置を有しない蓄電池設備 

 

10分以上 

誘導灯 

消防庁長官が定める要件

に該当する防火対象物

（注５）の避難口等（注

６）に設置するもの 

直流変換装置を有しない蓄電池設備（20

分を超える作動時間の部分にあっては、

直流変換装置を有する蓄電池設備、自家

発電池設備又は燃料電池設備によるもの

を含む。） 

60分以上 

その他のもの 直交変換装置を有しない蓄電池設備 20分以上 

消防用水 

（加圧送水装置を用いるもの） 

非常電源専用受電設備（注１に掲げる防

火対象物は除く。）、自家発電設備、蓄電

池設備又は燃料電池設備 

60分以上 

排煙設備 

連結散水設備 

（加圧送水装置を用いるもの） 

非常コンセント設備 

非常電源専用受電設備（注１に掲げる防

火対象物は除く。）、自家発電設備、蓄電

池設備又は燃料電池設備 
30分以上 

連結送水管 

（加圧送水装置を用いるもの） 

非常電源専用受電設備（注１に掲げる防

火対象物は除く。）、自家発電設備、蓄電

池設備又は燃料電池設備 

120分以上 

無線通信補助設備 非常電源専用受電設備（注１に掲げる防 30分以上 



383 

（増幅器を設ける場合に限る。） 火対象物は除く。）又は直交変換装置を有

しない蓄電池設備 

総合操作盤 

非常電源専用受電設備（注１に掲げる防

火対象物は除く。）、自家発電設備、蓄電

池設備又は燃料電池設備（注７） 

120分以上 

注１ 延べ面積が1,000㎡以上の特定防火対象物（規則第13条第１項第２号に規定する小規

模特定用途複合防火対象物以外のもの。） 

注２ 警報回路にあっては10分以上 

注３ 非常警報設備（放送設備）の非常電話にあっては、２回線を同時に30分以上作動させ

ることができる容量以上 

注４ ２回線を１分間有効に作動させ、同時にその他の回線を１分間監視状態にすることが

できる容量以上の容量を有する予備電源又は直流変換装置を有しない蓄電池設備を設

けているものに限る。 

注５ 誘導灯及び誘導標識の基準第４に掲げる防火対象物 

注６ 規則第28条の３第４項第10号かっこ書に掲げる避難口、廊下及び通路、乗降場（地階

にあるものに限る。）並びにこれに通ずる階段、傾斜路及び通路並びに直通階段 

注７ 各消防用設備等の種別に応じた非常電源 
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別表６－２（第３．１．(1)及び(2)関係） 

配電盤等の設置区分 

設   置   場   所 種  類 

不燃材料で造られた壁、柱、床及び天井（天井のない場合は屋

根）で区画され、かつ、窓及び出入口に防火戸を設けた専用の室 

第１種 

第２種 

一般形（注１） 

屋外又は特定主要構造部を耐火構造とした建築物の屋上（隣接

する建築物等から３ｍ以上の距離を有する場合又は当該受電設備

から３ｍ未満の範囲の隣接する建築物等の部分が不燃材料で造ら

れ、かつ、当該建築物等の開口部に防火戸が設けられている場合

に限る。） 

不燃材料で区画された変電設備室（注２）、機械室（ボイラー等

火災の発生のおそれのある設備又は機器が設置されているものを

除く。）、ポンプ室その他これらに類する室 

第１種 

第２種 

耐火性能を有するパイプシャフト 第１種 

第２種 

階 段 

避難階段 

特別避難階段（注３） 

第１種 

第２種 

その他の階段 第１種 

廊 下 第１種 

その他 第１種 

注１ 一般形配電盤等とは、第１種配電盤等及び第２種配電盤等以外の配電盤等をいう。 

注２ 耐火構造の床又は壁で区画され、開口部に防火戸が設けられている電気室にあっては、

ＪＩＳＣ8480に適合する配電盤等のうち、一般形配電盤等とすることができる。 

注３ 建基令第123条に規定する避難階段又は特別避難階段をいう。 
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別表６－３（第３．２．(2)及び第６．２．(2)関係） 

非常電源専用受電設備及び燃料電池設備の保有距離 

保有距離を確保しなければならない部分 保 有 距 離 

配電盤等 

操作を行う面 

1.0ｍ以上 

ただし、操作を行う面が相互に面する

場合は、1.2ｍ以上 

点検を行う面 

0.6ｍ以上 

ただし、点検に支障とならない部分に

ついては、この限りでない。 

換気口を有する面 0.2ｍ以上 

変圧器及びコンデンサー 

点検を行う面 

0.6ｍ以上 

ただし、点検を行う面が相互に面する

場合は、1.0ｍ以上 

その他の面 0.1ｍ以上 

キュービクル式の非常電

源専用受電設備及び燃料

電池設備 

操作を行う面 

屋
内
に
設
け
る
場
合 

1.0ｍ

以上 

屋
外
又
は
屋
上
に
設
け
る
場
合 

1.0ｍ以上。ただ

し、隣接する建築

物又は工作物の

部分を不燃材料

で造り、当該建築

物の開口部に防

火戸が設けられ

ている場合は、屋

内に設ける場合

の保有距離に準

ずることができ

る。 

点検を行う面 
0.6ｍ

以上 

換気口を有する面 
0.2ｍ

以上 

キュービクル式とこれ以外の変電設備、自家発

電設備及び蓄電池設備との間 
1.0ｍ以上 
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別表６－４（第４．２．(2)関係） 

自家発電設備の保有距離 

保 有 距 離 を 確 保 し な け れ ば な ら な い 部 分 保  有  距  離 

発電機及び原動機本体 
相 互 間 1.0ｍ以上 

周  囲 0.6ｍ以上 

操  作  盤 

操 作 を 行 う 面 1.0ｍ以上 

点 検 を 行 う 面 

0.6ｍ以上。ただし、点検に支障と

ならない部分についてはこの限り

でない。 

換 気 口 を 有 す る 面 0.2ｍ以上 

燃料槽と原動機との間

（燃料搭載形を除く。） 

燃料、潤滑油、冷却水等を

予熱する方式の原動機 

2.0ｍ以上。ただし、不燃材料で有

効に遮蔽した場合は、0.6ｍ以上 

そ の 他 の も の 0.6ｍ以上 

キュービクル式自家発

電設備 

操 作 を 行 う 面 1.0ｍ以上 

点 検 を 行 う 面 0.6ｍ以上 

換 気 口 を 有 す る 面 0.2ｍ以上 

 

別表６－５（第５．２．(2)関係） 

蓄電池設備の保有距離 

保 有 距 離 を 確 保 し な け れ ば な ら な い 部 分 保  有  距  離 

充 電 装 置 

操作を行う面 1.0ｍ以上 

点検を行う面 0.6ｍ以上 

換気口を有する面 0.2ｍ以上 

蓄 電 池 

点検を行う面 0.6ｍ以上 

列の相互間 

0.6ｍ以上（架台等に設ける場合で蓄

電池の上端の高さが床面から1.6ｍ

を超えるものにあっては、1.0ｍ以

上） 

その他の面 
0.1ｍ以上 

ただし、電槽相互間は除く。 

キュービクル

式蓄電池設備 

操作を行う面 1.0ｍ以上 

点検を行う面 0.6ｍ以上 

換気口を有する面 0.2ｍ以上 
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別表６－６（第７．１．(1)関係） 

  左欄の区分、Ａ欄の電線等の種類及びＢ欄の工事種別によりＣ欄の施設方法によること 

区
分 

Ａ欄 Ｂ欄 Ｃ欄 

電線等の種類 工事種別 施設方法 

耐
火
配
線 

(1) アルミ被ケーブル 

(2) 鋼帯がい装ケーブ 

  ル 

(3) クロロプレン外装

ケーブル 

(4) 鉛被ケーブル 

(5) 架橋ポリエチレン

絶縁ビニルシースケ

ーブル（ＣＶ） 

(6) 600ボルト架橋ポ

リエチレン絶縁電線

（ＩＣ） 

(7) 600ボルト２種ビ

ニル絶縁電線（ＨＩ

Ｖ） 

(8) ハイパロン絶縁電 

  線 

(9) 四ふっ化エチレン

（テフロン）絶縁電

線 

(10) シリコンゴム絶

縁電線 

(1) 金属管工事 

(2) ２種金属製可と

う電線管工事 

(3) 合成樹脂管工事

（Ｃ欄の(1)によ

り施設する場合に

限る。） 

(1) 耐火構造とした主要構造部に埋設

する。この場合の埋設深さは壁体等

の表面から20mm 以上とする。 

(2) １時間耐火以上の耐火被覆材又は

耐火被覆で覆う。 

(3) ラス金網を巻き、モルタル20mm 以

上塗る。 

(4) Ａ欄の(1)から(5)までのケーブル

を使用し、けい酸カルシウム保温筒

25mm 以上に石綿クロスを巻く。 

(5) 耐火性能を有するパイプシャフト

（ピット等を含む。）に隠蔽する。 

 

(4) 金属ダクト工事 (2)、(3)又は(5)により施設する。 

(5) ケーブル工事 Ａ欄の(1)から(5)までのケーブルを

使用し、耐火性能を有するパイプシャフ

ト（ピット等を含む。）に施設するほか、

他の電線との間に不燃性隔壁を堅固に

取付け又は15㎝以上の離隔を常時保持

できるように施設する。 

(11) バスダクト (6) バスダクト工事 １時間耐火以上の耐火被覆板で覆う。

ただし、耐火性を有するもの及び(5)に

設けるものは除く（注５）。 

(12)  耐火電

線（注１） 

電 線

管 用

の も

の 

(5)のケーブル工事 Ｂ欄の(1)、(2)、(3)又は(4)で保護す

ることもできる。 

そ の

他 の

もの 

(5)のケーブル工事 露出又はシャフト、天井裏等に隠蔽す

る。 

(13) ＭＩケーブル (5)のケーブル工事  

耐熱 (1)から(10)までの電線 (1)、(2)又は(4)の工  
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等 事 

(1)から(5)までの電線

等 

(5)のケーブル工事 不燃性のダクト、耐火性能を有するパ

イプシャフト（ピット等を含む。）に隠

蔽する。 

(14) 耐熱電線（注２） 

(15) 耐熱光ファイバ

ケーブル（注３） 

(16) 耐熱形同軸ケー

ブル（注４） 

(17) 耐熱形漏えい同

軸ケーブル（注４） 

(5)のケーブル工事  

注１ 耐火電線は、耐火電線の基準（平成９年消防庁告示第10号）に適合するものであるこ

と 

注２ 耐熱電線は、耐熱電線の基準（平成９年消防庁告示第11号）に適合するものであるこ

と。なお、小勢力回路（弱電流電気）用のものは電源回路には使用できないものである

こと 

注３ 耐熱光ファイバケーブルは、「耐熱光ファイバケーブルの基準」（「光ファイバケーブ

ルの耐熱性能等について」（昭和61年12月12日付け消防予第178号。消防庁予防救急課長

通知）中別添に示すものをいう。）に適合するものであること。なお、一般財団法人電

線総合技術センターの評定を受けたものについては、当該基準に適合するものとして取

り扱って差し支えないこと 

注４ 耐熱形同軸ケーブル及び耐熱形漏えい同軸ケーブルは、無線通信補助設備の基準（別

記２「耐熱形漏えい同軸ケーブル、耐熱形同軸ケーブル及び耐熱形空中線の性能及び材

質」）に適合するものであること。なお、一般財団法人電線総合技術センターの評定を

受けたものについては、当該基準に適合するものとして取り扱って差し支えないこと 

注５ 耐火性を有するバスダクトは、耐火電線の基準に適合するものであること 
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別図６－７（第５．３．(4)関係） 

蓄電池の標準特性 

(1)ＣＳ、ＰＳ形鉛蓄電池の標準特性（10ＨＲ容量換算） 
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(2) ＨＳ・ＨＳＥ形鉛蓄電池の標準特性（10ＨＲ容量換算） 
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(3) ＣＳ（ＥＦ）形鉛蓄電池の標準特性（10ＨＲ容量換算） 
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(4) ＡＭ形アルカリ蓄電池の標準特性（５ＨＲ容量換算） 
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(5) ＡＭＨ形アルカリ蓄電池の標準特性（５ＨＲ容量換算） 
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(6) ＡＨ形アルカリ蓄電池の標準特性（５ＨＲ容量換算） 
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(7) ＡＨＨ形アルカリ蓄電池の標準特性（１ＨＲ容量換算） 

11
0

0
.
1

0
.
2

0
.
3

0
.
4

0
.
5

2345

0
.
1

0
.
2

0
.
3

0
.
4

0
.
5

1
2

3
1
0

2
0

3
0

6
0

1
0
0

容 量 換 算 時 間 Ｋ(時)

放
電
時
間
Ｔ
(分

)

蓄
電
池
温
度
　
5℃

4
5

4
0

5
0

2
0
0

3
0
0

許
容
最
低
電
圧

1.
06
V/
セ
ル

1.
00
V/
セ
ル



396 

別記１ 負荷出力合計（Ｋ）の算出方法 

 

１ 負荷出力合計（Ｋ） 

負荷出力とは、非常電源を必要とする消防用設備等の機器（自家発電設備の負荷として

接続する機器をいう。）の定格出力をいい、これらの出力の総和を負荷出力合計（以下「Ｋ

値」という。）とする。 

２ Ｋ値の算出方法 

(1) Ｋ値 

Ｋ値は、次の式により求めること 

 
ｎ

ｉ＝１

ｍＫ＝ i
 

ｍi：個々の負荷機器の出力（kＷ） 

ｎ ：負荷機器の個数 

(2) 出力 

出力（ｍi）は、個々の負荷機器の定格表示に応じて次により求めること 

ア 定格が出力（kＷ）で表示されている機器の場合（一般誘導電動機等） 

(ｱ) 一般電動機（誘導機）の場合 

ｍi＝定格出力（kＷ） 

(ｲ) 非常用昇降機の場合 

 
ｎ

ｉ＝１

・ＶＥ・＝ｍ
ｎ
Ｕｖ ivii  

Ｕv ：昇降機の台数による換算係数 

別記６．１．(4)に示すＵvの値を用いる。 

ｎ  ：昇降機の台数 

Ｅvi：昇降機の制御方式によって定まる換算係数 

通常の場合は、別記６．１．(1)に示すＥvの値を用いる。 

Ｖｉ：昇降機巻上電動機の定格出力（kＷ） 

(ｳ) 充電装置の場合 

ｍi＝Ｖ・Ａ 

Ｖ：直流側の定格電圧（均等）（Ｖ） 

Ａ：直流側の定格電流（Ａ） 

(ｴ) 白熱灯・蛍光灯の場合 

ｍi＝定格消費電力（定格ランプ電力）（kＷ） 

白熱灯は定格消費電力、蛍光灯は定格ランプ電力とする。 

(ｵ) 差込負荷の場合 

ｍi＝Ｌi（kＷ） 

Ｌi：非常コンセント（単相）の定格電圧（kＶ）×定格電流（Ａ） 
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通常は0.1kＶ、15Ａとする。 

イ 定格出力（kVA）で表示されている機器の場合（ＣＶＣＦ、充電装置等） 

ｍi＝Ｃi・cosθi 

Ｃi   ：定格出力（kVA） 

cosθi：負荷の力率（定格値） 

通常の場合は、別記６．１．(1)に示す力率の値を用いることができ

る。 

ウ その他の機器の場合 

効率（ηＬi）が0.85より著しく小さい機器の場合は、次式によること 

ii i・Ｋ＝ｍ
ηＬ
ηＬ

 

ηＬ ：負荷の総合効率（0.85） 

ηＬi：当該負荷の定格効率 

Ｋi ：負荷出力（kＷ） 

３ 負荷出力合計（Ｋ値）の算出手順 

負荷出力合計（Ｋ値）の算出方法は、前述のとおりであるが、その具体的算出に当たっ

ては、様式１に示す計算シートを用いるものであること 

なお、計算シートを用いた算出の手順は、次によることとし、各算出式に用いる係数等

については、別記６の諸元表によること 

(1) 負荷表の作成     消防用設備等の負荷機器を選定し、様式２「自家発電設備出

力計算シート（負荷表）」（以下「負荷表」という。）に所

定の事項を記入する。 

(2) ①件   名     防火対象物の名称等を記入する。 

(3) ②機器番号      負荷機器番号等を記入する。 

(4) ③負荷名称      負荷機器名称を記入する。 

(5) 負荷出力合計の算出 

ア ④台    数   負荷機器台数を記入する。 

イ ⑤換算を必要と   換算を必要とする負荷機器の入力又は出力（kＷ、kVA）を記 

する負荷機器   入する。 

の入力又は出   該当機器：昇降機、ＣＶＣＦにつきその定格値を記入する。 

力（kＷ、kVA） 

ウ ⑥出力換算係数   昇降機等の出力換算を必要とする負荷機器につき、別記６．

１．(1)に示す値を記入する。 

エ ⑦出    力   負荷機器の出力を記入する。また、換算を必要とする負荷機

器については、当該負荷機器容量と出力換算係数（Ｅｖ等）

の積を出力の欄に記入する。 

なお、複数台の機器（昇降機を除く。）が同時始動するとき

はその出力の合計値を記入する。また、昇降機が複数台ある

場合は、２．(2)．ア．(ｲ)で求めた値を記入する。 
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オ ⑧負荷出力合計値  ⑦の総和を求め、Ｋ＝Σｍi＝⑧    に記入する。 

（Ｋ値）の算出 

(6) Ｍ2の選定 

ア ⑨始動方式     誘導電動機にあっては始動方式を、昇降機にあっては制御方 

又は制御方式   式を記入する。 

イ ⑩ m'Z
ks        当該負荷機器のＲＧ2用の m'Z

ks の値を別記６．１．(3)より求 

め記入する。また、昇降機が複数台ある場合又は複数台の機

器が同時始動する場合は、様式２－２で求めたＲＧ2用の値を

記入する。 

ウ ⑪ mimZ
ks・'      ⑦×⑩の値を求め記入する。 

エ ⑫Ｍ2の選定     ⑪の値が最大となる⑦のmiを、mi＝Ｍ2＝⑫    に記入 

する。 

(7) Ｍ3の選定 

ア ◯33 m'Z
ks        当該負荷機器のＲＧ3用の m'Z

ks の値を別記６．１．(3)より求

め記入する。また、昇降機が複数台ある場合又は複数台の機

器が同時始動する場合は、様式２－２で求めたＲＧ3用の値を

記入する。 

イ ⑬ 47.1m'Z
ks           ◯33－1.47の値を求め記入する。 

ウ ⑭   47.1m'Z
ks  ・mi  ⑦×⑬の値を求め記入する。 

エ ⑮Ｍ3の選定      ⑭の値が最大となる⑦のmiを、mi＝Ｍ3＝⑮    に記入 

する。 

(8) Ｍ2’選定 

ア ⑰ scosm'Z
ks θ      当該負荷機器のＲＥ2用の m'Z

ks  cosθsの値を別記６．１．(3)

より求め記入する。また、昇降機が複数台ある場合又は複

数台の機器が同時始動する場合は、様式２－２で求めたＲ

Ｅ2用の値を記入する。 

イ ⑱ miscosm'Z
ks ・θ    ⑦×⑰の値を求め記入する。 

ウ ⑲Ｍ2’の選定    ⑱の値が最大となる⑦のmiを、mi＝Ｍ2’＝⑲    に記 

入する。 

(9) Ｍ3’の選定 
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ア ◯34 scosm'Z
ks θ      ＲＥ3用の scosm'Z

ks θ の値を別記６．１．(3)より求め記入す

る。また、昇降機が複数台ある場合又は複数台の機器が同時

始動する場合は、様式２－２で求めたＲＥ3用の値を記入する。 

イ ⑳ scosm'Z
ks θ －１     ◯34－１の値を求め記入する。 

ウ ◯21   　１θ  scosm'Z
ks

・mi ⑦×⑳の値を求め記入する。 

エ ◯22Ｍ3’の選定       ◯21の値が最大となる⑦のmiを、 mi＝Ｍ3’＝◯22     に 

記入する。 

(10) 高調波発生負荷出力合計の算出 

ア ◯23高調波発生負荷   負荷機器のうち充電装置、ＣＶＣＦ等の整流器使用負荷機 

Ri(kＷ）      器について、⑦の値を◯23に記入する。昇降機にあっては、

巻上電動機の出力⑤の値を◯23に記入する。 

イ ○24ΣRi＝Ｒの算出   ◯23の総和を求め、ΣRi＝Ｒ＝◯24     に記入する。 

(11) 不平衡負荷の算出 

ア ◯25 不平衡負荷     単相負荷の負荷機器出力を○25の該当欄に記入するとともに、

Ｒ－Ｓ負荷の合計を◯26 に、Ｓ－Ｔ負荷の合計を◯27 に、Ｔ－

Ｒ負荷の合計を◯28 に記入する。 

イ 最大値等の選出    ◯26 、◯27 及び◯28 のうち、最大の値のものをＡ◯29 に、次の値の

ものをＢ◯30 に、最小の値のものをＣ◯31 に記入する。 
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4
は

、
Σ

②
と

Σ
⑦

を
比

較
し

、
大

き
い

値
の

方
の

と
す

る
。

Z
' mｐ

Ｅ
Ｒ

3：
c

sｐ
θ

os
c

sｐ
θ

os
6

は
、

Σ
③

と
Σ

⑧
を

比
較

し
、

大
き

い
値

の
方

の
と

す
る

。

8
 
 
制

御
方

式
で

、
Ｔ

Ｈ
は

直
流

サ
イ

リ
ス

タ
レ

オ
ナ

ー
ド

方
式

、
Ｍ

Ｇ
は

直
流

Ｍ
－

Ｇ
方

式
、

Ｆ
Ｂ

は
交

流
帰

還
方

式
、

Ｖ
Ｆ

は
交

流
Ｖ

Ｖ
Ｖ

Ｆ
方

式
、

Ｏ
Ｙ

は
油

圧
制

御
方

式
を

示
す

。

Ｅ
Ｒ

2：
c

sｐ
θ

os
c

sｐ
θ

os
5

は
、

Σ
③

と
Σ

⑤
を

比
較

し
、

大
き

い
値

の
方

の
と

す
る

。

7
 
 
誘

導
電

動
機

の
始

動
方

式
で

、
Ｌ

は
ラ

イ
ン

ス
タ

ー
ト

、
Ｙ

は
Ｙ

－
△

始
動

、
Ｒ

は
リ

ア
ク

ト
ル

始
動

、
Ｃ

は
コ

ン
ド

ル
フ

ァ
始

動
、

Ｓ
Ｃ

は
特

殊
コ

ン
ド

ル
フ

ァ
始

動
、

Ｖ
Ｃ

は
連

続
電

圧
制

御
始

動
を

示
す

。

出
力

換
算

係
数

k
s
・ Z
'
m

s
θ

c
o
s

k
s
・ Z
'
m

s
θ

c
o
s

・
m
i

k
s
・ Z
'
m

s
θ

c
o
s
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別記２ 発電機出力係数（ＲＧ）の算出方法 

 

１ 定常負荷出力係数（ＲＧ1） 

ＲＧ1＝1.47Ｄ・Ｓf 

Ｄ ：負荷の需要率 

Ｓf：不平衡負荷による線電流の増加係数 

K
P0.6f  ＝１＋Ｓ  

ΔＰ：単相負荷不平衡分合計出力値（kＷ） 

   三相各線間に単相負荷Ａ、Ｂ及びＣ出力値（kＷ）があり、Ａ≧Ｂ≧Ｃ 

の場合、 

ΔＰ＝Ａ＋Ｂ－２Ｃ 

Ｋ：負荷の出力合計（kＷ） 

注：この式を使用する場合は、ΔＰ／Ｋ≦0.3であること 

ΔＰ／Ｋ＞0.3の場合は、別記３によりＳfを求めること 

２ 許容電圧降下出力係数（ＲＧ2） 

K
M

mZ'
ksgxd' 22 ・・・

ΔＥ
１－ΔＥ＝ＲＧ  

ΔＥ ：発電機端許容電圧降下（ＰＵ（自己容量ベース）） 

Xd’g：負荷投入時における電圧降下を評価したインピーダンス 

Ks  ：負荷の始動方式による係数 

Ｚ’m：負荷の始動時インピーダンス（ＰＵ） 

Ｍ2 ：始動時の電圧降下が最大となる負荷機器の出力（kＷ） 

全ての始動入力   mim'
ks・

ｚ
の値を計算して、その値が最大となるmiをＭ2とする。 

Ｋ   ：負荷の出力合計（kＷ） 

３ 短時間過電流耐力出力係数（ＲＧ3） 

 
 
 

 
 
  

 
  

 
 

Ｋ
Ｍ－

Ｚ
＋

ＫＧ
ＲＧ ＝

3
3

13 1.47dm'
ks1.47dfv  

fv1  ：瞬時周波数低下、電圧降下による負荷投入減少係数 

別記６．１．(2)による。 

ＫＧ3：発電機の短時間（15秒）過電流耐力（ＰＵ） 

別記６．２による。 

d    ：別記６．１．(2)によるベ－ス負荷の需要率 

Ks   ：負荷の始動方式による係数 

Z’m ：負荷の始動時インピ－ダンス（ＰＵ） 

Ｍ3   ：短時間過電流耐力を最大とする負荷機器の出力（kＷ） 

全ての(始動入力（kVA）－定格入力（kVA）)の値が最大となる負荷の出 

力（kＷ） 
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mibcosb
d

m
ks  

 
 

 
 
 

θ・η
－

ｚ’
を計算して、その値が最大となるmiをＭ3とする。 

Ｋ   ：負荷の出力合計（kＷ） 

４ 許容逆相電流出力係数（ＲＧ4） 

        222 3u3u2.941.47 15.04 ＋１－・・Ｃ－Ａ＋Ｂ・＋Ｈ－ＲＡＦ
・Ｋ
１ＲＧ ＝  

Ｋ：負荷の出力合計（kＷ） 

Ｈ：高調波電力合計値（kVA） 

    22
2.3

1.3 hphR30.606R60.355 ・・＋・・Ｈ＝

Ｋ
Ｒ－

 

Ｒ  ：整流機器の合計値（kＷ） 

Ｒ6 ：６相全波整流機器の定格出力合計値（kＷ） 

Ｒ3 ：３相及び単相全波整流機器の定格出力合計値（kＷ） 

hph ：移相補正係数 

ＲＡ
ＲＢ－＝ 0.4131.0hph  

ＲＡ  ：基準相電源の整流器負荷合計値（kＷ） 

ＲＢ  ：30度移相電源の整流器負荷合計値（kＷ） 

ＲＡＦ：アクティブフィルタ効果容量（kVA） 

  ＨＡＣＦ、ＲＡＦ＝   0.80.8max.  

ＡＣＦ：アクティブフィルタ定格容量（kVA） 

Ａ：Ａ相単相負荷出力値（kＷ） 

Ｂ：Ｂ相単相負荷出力値（kＷ） 

Ｃ：Ｃ相単相負荷出力値（kＷ） 

ｕ：単相負荷不平衡係数 

ΔＰ
Ａ－Ｃ＝u  

ΔＰ：単相負荷不平衡分合計出力値（kＷ） 

Ａ≧Ｂ≧Ｃの場合 

ΔＰ＝Ａ＋Ｂ－２Ｃ 

５ 発電機出力係数ＲＧの決定 

ＲＧは、ＲＧ１、ＲＧ２、ＲＧ３及びＲＧ４の値の最大のものとする。 

ＲＧ＝max.（ＲＧ１、ＲＧ２、ＲＧ３、ＲＧ４） 

６ ＲＧの値の調整 

５で求めたＲＧの値が、1.47Ｄの値に比べて著しく大きい場合には、対象負荷とバラン

スのとれたＲＧ値を選定するようにし、その値が1.47Ｄに近づくよう調整すること 

この場合における調整は、次により行うこと 

(1) ＲＧの値の実用上望ましい範囲 

1.47Ｄ≦ＲＧ≦2.2 
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(2) ＲＧ２又はＲＧ３により過大なＲＧの値が算出されている場合 

始動方式の変更を行い(1)の範囲を満足するようにする。 

(3) ＲＧ４が要因で過大なＲＧの値が算出されている場合 

特別な発電機を選定し、(1)の範囲を満足するようにする。 

(4) 昇降機が要因でＲＧの値が過大になっている場合 

昇降機の制御方式の変更が有効であり、かつ、可能であれば、それを行い、ＲＧの値

がより小になるように努める。 

７ 発電機の出力 

選定する発電機定格出力は、ＲＧ×Ｋ（kVA）以上とする。ただし、ＲＧ×Ｋ（kVA）の

値の95％以上の標準定格値のものがある場合は、それを選ぶことができるものであること 

８ 発電機出力係数（ＲＧ）の算出手順 

発電機出力係数（ＲＧ）の算出方法は、前述のとおりであるが、その具体的算出に当た

っては、様式３に示す計算シートを用いるものであること 

なお、計算シートを用いた算出の手順は、次によることとし、各算出式に用いる係数等

については、別記６の諸元表によること 

(1) 発電機出力の算出 

負荷表の集計結果に基づいて、様式３「自家発電設備出力計算シート（発電機）」（以

下「発電機出力計算シート」という。）の所定の欄に当該数値を記入し、発電機出力を

算出する。 

(2) ＲＧ1＝1.47Ｄ・Ｓf 

＝1.47×◯41     ×◯42     ＝◯43  

◯41 ：Ｄ   別記６．１．(2)より求め記入する。 

◯42 ：Ｓf  下記の計算結果より求め記入する。 

◯43 ：ＲＧ1  上記の計算結果をＲＧ1とする。 

Ｋ
ΔＰ＝１＋Ｓ 0.6f  

◯32 ：ΔＰ 下記の計算結果より求め記入する。 

⑧：Ｋ  負荷表の⑧の値を記入する。 

◯42 ：Ｓｆ 上記の計算結果をＳｆとする。 

ΔＰ＝Ａ＋Ｂ－２Ｃ 

＝◯29     ＋◯30     －２×◯31  

＝◯32  

◯29：Ａ  負荷表のＡ◯29の値を記入する。 

◯30：Ｂ  負荷表のＢ◯30の値を記入する。 

◯31：Ｃ  負荷表のＣ◯31の値を記入する。 

 ◯32：ΔＰ 上記の計算結果をΔＰとする。 

32

8
＝１＋0.6× ＝ 42
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(3) 
Ｋ
Ｍ

ｚΔＥ
ΔＥ ・・・ 2

m'
ks1 gxd'2RG    

 

◯44 ：ΔＥ  別記６．２より求め記入する。 

◯45 ：xd’g  別記６．２より求め記入する。 

◯46 ：    負荷表の⑫Ｍ2における⑩   の値を記入する。 

⑫：Ｍ2   負荷表の⑫Ｍ2の値を記入する。 

◯47 ：ＲＧ2  上記の計算結果をＲＧ2とする。 

(4)     
Ｋ
Ｍ３d47.1d47.13RG m'z

ks
3KG

1fv     

⑮：Ｍ3  負荷表の⑮Ｍ3の値を記入する。 

◯36：fv1  昇降機がある場合は1.0、昇降機がない場合は別記６．２－１より 

求め記入する。 

◯37：ＫＧ3 別記６．２より求め記入する。 

◯48：ｄ   別記６．１．(2)より求め記入する。 

◯49：    負荷表の⑮Ｍ3における⑩   の値を記入する。 

◯50：ＲＧ3 上記の計算結果をＲＧ3とする。 

(5)        
 
 

 
 
 23u3u22.941.472

15.0
4 ＋１－・・Ｃ－Ａ＋Ｂ・＋Ｈ－ＲＡＦ

・Ｋ
１

＝ＲＧ  

  ２２

Ｋ
Ｒ

ｈｐｈＲ３＋）Ｒ（Ｈ＝
－

   606.060.355
2.3

1.3
 

ＲＡＦ＝max.(0.8×ＡＣＦ、0.8×Ｈ) 

44
＝

１－

44
×× 45

12

8
× 46

＝ 47

36

37
＝ ×｛1.47× 48 49＋（ －1.47× 48 ）

15

８

｝

＝  50

71
８0.15×

１
（ －72 ）

２

＋ 26 ＋ 27 ） ＋3×｛1.47（ －2.94×28 （1－3×｝
２
× 52 53 ）＝

＝ 54

＝
1.3

2.3－
８

24
（0.355×73 ＋（0.606× 74 × 75）

２
）
２

＝ 71

Z’m

ks

Z’m

ks

Z’m

ks

Z’m

ks



407 

＝max.(0.8×◯76   、0.8×◯71   ) 

＝◯72      

ｕ2＝◯53  

 

◯8 ：Ｋ   負荷の出力合計（kＷ） 

◯71 ：Ｈ   高調波電力合成値（kVA） 

◯72 ：ＲＡＦ アクティブフィルタ効果容量（kVA） 

◯29 ：Ａ   Ａ相単相負荷出力値（kＷ） 

◯30 ：Ｂ   Ｂ相単相負荷出力値（kＷ） 

◯31 ：Ｃ   Ｃ相単相負荷出力値（kＷ） 

◯52 ：u       単相負荷不平衡係数 

◯53 ：u 2     単相負荷不平衡係数 

◯73 ：Ｒ6     ６相全波整流器の定格出力合計値（kＷ） 

◯74 ：Ｒ3     ３相及び単相全波整流器の定格出力合計値（kＷ） 

◯75 ：hph     移相補正係数 

◯76 ：ＡＣＦ アクティブフィルタ効果容量（kVA） 

◯77 ：ＲＡ  基準相分の整流機器合計容量（kＷ） 

◯78 ：ＲＢ  30度移相分の整流機器合計容量（kＷ） 

(6) ＲＧを求める。 

◯55 ：◯43 、◯47 、◯50 及び◯54 の値のうち、最大の値をＲＧとする。 

なお、1.47Ｄ≦ＲＧ≦2.2が望ましい。 

(7) 発電機定格出力 

Ｇ＝ＲＧ×Ｋ 

＝◯55     ×◯8  

＝◯56     ⇒◯57  

◯56 ：上記の計算結果を発電機計算出力とする。 

◯57 ：◯56 の計算値に対して－５％（裕度範囲）を考慮して、発電機定格出力とする。 

 

 

 

 

hph＝1.0－0.413
RA
RB

＝1.0－0.413
77

78
＝ 75

u＝
ΔＰ

Ａ－Ｃ
＝

29 31－
52＝

32
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別記３ 発電機出力係数（ＲＧ）の算出式（詳細式） 

 

１ 定常負荷出力係数（ＲＧ１） 

gcosL
1 fRG 1

θ
１

η
・・Ｄ・Ｓ  

Ｌ ：負荷の総合効率 

  
i

mi
η

Ｋ
Ｌη  

mi ：個々の負荷機器の出力（kＷ） 

ηi：当該負荷の効率 

Ｋ ：負荷の出力合計（kＷ） 

Ｄ ：負荷の需要率 

Ｓf：不平衡負荷による線電流の増加係数 

  ２

２Ｋ

２

１－３ｕ＋３ｕ＋＋Ｓ ΔＰ
Ｋ

ΔＰ1f   

ΔＰ：単相負荷不平衡分合計出力値（kＷ） 

三相各線間に、単相負荷Ａ、Ｂ及びＣ出力値（kＷ）があり、Ａ≧Ｂ

≧Ｃの場合 

ΔＰ＝Ａ＋Ｂ－２Ｃ 

ｕ ：単相負荷不平衡係数 

ΔＰ
Ａ－Ｃ u

 

cosθg：発電機の定格力率 

２ 許容電圧降下出力係数（ＲＧ２） 

Ｋ
Ｍ

ΔＥ
１－ΔＥ ２

２ ・・・＝ＲＧ mz'
ksgxd'  

ΔＥ ：発電機端許容電圧降下（ＰＵ（自己容量ベース）） 

xd’g ：負荷投入時における電圧降下を評価したインピーダンス（ＰＵ） 

ks  ：負荷の始動方式による係数 

Z’m ：負荷の始動時インピーダンス（ＰＵ） 

Ｍ２  ：始動時の電圧降下が最大となる負荷機器の出力（kＷ） 

Ｋ  ：負荷の出力合計（kＷ） 

３ 短時間過電流耐力出力係数（ＲＧ３） 

  

 
 
 

 
 
  

 
  

 
 

 
 
 

 
 
  

Ｋ

Ｍ

θηｂ・θηｂ・

Ｋ

Ｍ

Ｋ
Ｍ３

θηｂ・

３

３

－＋　　＝

・＋

bcos
d

mZ'
ks

bcos
d

KG
fv

mZ'
ks

bcos
d

KG
fv

3
1

3
13 -1RG

 

fv1 ：瞬時回転数低下、電圧降下による投入負荷低減係数 

通常の場合は、fv1＝1.0とし、次の条件に全て適合する場合は、次式による。 
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① 全て消防負荷で、下式のＭ３に該当する負荷機器は、軽負荷（ポンプ類）

であること 

② 原動機はディーゼル機関又はガスタービン（一軸）とし、ディーゼル機関

の場合は、Ｋ≦35kＷ、ガスタービンの場合は、Ｋ≦55kＷであること 

③ 電動機の始動方式は、ラインスタート、Ｙ－Δ始動（クローズドを含む）、

リアクトル始動、コンドルファ始動、特殊コンドルファ始動であること 

④ 負荷にエレベーターがないこと 

⑤ 負荷に分負荷がないこと 

⑥ Ｍ／Ｋ≧0.333であること 

計算式 

   fv1＝1.00－0.12×Ｍ３／Ｋ 

ＫＧ３ ：発電機の短時間過電流耐力（ＰＵ） 

d     ：ベース負荷の重要率 

ηb   ：ベース負荷の力率 

cosθb：ベース負荷の力率 

ks    ：負荷の始動方式による係数 

Z’m  ：負荷の始動時インピーダンス（ＰＵ） 

Ｍ３   ：短時間過電流耐力を最大とする負荷機器の出力（kＷ） 

Ｋ    ：負荷の出力合計（kＷ） 

４ 許容逆相電流出力係数（ＲＧ４） 

      22
icosi

Ci
icosi

Bi
icosi

Ai2
KG

1 3u3u-12-RAFH44 ＋＋－・ θ・ηθ・ηθ・η
１      KRG  

Ｋ  ：負荷の出力合計（kＷ） 

ＫＧ４ ：発電機の許容逆相電流による係数（ＰＵ） 

Ｈ  ：高調波電力合成値（kVA） 

    2
icosi

hkiR3i2
icosi

hkiR6i hph    ・θ・η
・

θ・η
・hbH  

hb：高調波分の分流係数 

  R/K1,min.2.3
1.3hb

－
  

Ｒ   ：整流機器の合計値（kＷ） 

Ｒ6i  ：６相全波整流器の定格出力値（kＷ） 

Ｒ3i  ：３相及び単相全波整流器の定格出力値（kＷ） 

ηi  ：当該機器の効率 

cosθi ：当該機器の力率 

hki  ：当該機器の高調波発生率 

６相全波整流器の場合  hk＝0.288 

３相全波整流器の場合  hk＝0.491 

単相全波整流器の場合  hk＝0.570 
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hph  ：移相補正係数 

hph＝1.0－0.413×ＲＢ/ＲＡ 

ＲＡ：基準相電源の整流器負荷合計値（kＷ） 

ＲＢ：30度移相電源の整流器負荷合計値（kＷ） 

ＲＡ≧ＲＢとする。 

ＲＡＦ：アクティブフィルタ効果容量（kVA） 

アクティブフィルタの定格容量合計をＡＣＦ（kＷ）とすると、ＲＡＦの取り

うる値は、次のとおりとする。 

ＲＡＦ＝0.8×min.(Ｈ,ＡＣＦ) 

Ａi，Ｂi，Ｃi：三相各線間に単相負荷Ａ、Ｂ及びＣの合計出力値（kＷ）があり、Ａ≧

Ｂ≧Ｃの場合、各線間の当該機器出力（kＷ）をＡi、Ｂi及びＣiとする。 

ｕ      ：単相負荷不平衡係数 

ΔＰ
Ａ－Ｃ u  

ΔＰ＝Ａ＋Ｂ－２Ｃとする。 
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別記４ 原動機出力係数（ＲＥ）の算出方法 

 

１ 定常負荷出力係数（ＲＥ1） 

ＲＥ1＝1.3Ｄ 

Ｄ：負荷の需要率 

２ 許容回転数変動出力係数（ＲＥ２） 

(1) 原動機がディーゼルエンジンの場合 

    
    2mZ'

ks1.163

2mZ'
ks1.163

2

fv026.1scos026.1                    

fvscos1026.1)/(

Ｋ

’Ｍ

ε

Ｋ

’Ｍ

εＫ

’Ｍ

２

２２

・θ・・＋

・θ・・

dd

dEDRE

  

   
 

d     ：ベース負荷の需要率 

ε    ：原動機の無負荷時投入許容量（ＰＵ（自己容量ベース）） 

ks    ：負荷の始動方式による係数 

Z’m  ：負荷の始動時インピーダンス（ＰＵ） 

cosθs ：負荷の始動時力率 

Ｍ2’ ：負荷投入時の回転数変動が最大となる負荷機器の出力（kＷ） 

全ての{（負荷の始動入力（kＷ））－（原動機瞬時投入許容容量を考

慮した定常負荷入力（kＷ））}の値が最大となる負荷出力（kＷ） 

  mi
b

dacos
mZ'

ks
 
 
 

 
 
 

 
  －ｓ－ を計算して、その値が最大となるmiを

Ｍ2’とする。 

a  ：原動機の仮想全負荷時投入許容量（ＰＵ） 

ηb：ベース負荷の効率 

mi ：個々の負荷機器の出力（kＷ） 

Ｋ   ：負荷の出力合計（kＷ） 

fv2   ：瞬時周波数低下、電圧降下による投入負荷減少係数 

別記６．２－１による。 

(2) 原動機がガスタービンの場合 

  2
'

mZ'
ks1.163

2 fvscos)( 2
Ｋ

Ｍ

ε ・θ・＝GTRE  

ε    ：原動機の無負荷時投入許容量（ＰＵ） 

ks    ：負荷の始動方式による係数 

Z’m  ：負荷の始動時インピーダンス（ＰＵ） 

cosθs ：負荷の始動時力率 

Ｍ2’   ：負荷投入時の回転数変動が最大となる負荷機器の出力（kＷ） 

Ｋ    ：負荷の出力合計（kＷ） 

fv2    ：瞬時周波数低下、電圧降下による投入負荷減少係数 

別記６．２－１による。 
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３ 許容最大出力係数（ＲＥ３） 

    
    Ｋ

’Ｍ

γ

Ｋ

’Ｍ

Ｋ

’Ｍ

γ

θ＋

・θ

33

333
3

368.1scos1.163368.1         

scos1.1631368.1

mZ'
ks

mZ'
ks

dd

dRE
fv

fv

  

   
 

fv3   ：瞬時周波数低下、電圧降下による投入負荷減少係数 

別記６．２－１による。 

γ    ：原動機の短時間最大出力（ＰＵ） 

d     ：ベース負荷の需要率 

ks    ：負荷の始動方式による係数 

Z’m  ：負荷の始動時インピーダンス（ＰＵ） 

cosθs：負荷の始動時力率 

Ｍ3’ ：負荷投入時の原動機出力を最大とする負荷機器の出力（kＷ） 

全ての（始動入力（kＷ）－定格入力（kＷ））の値が最大となる負荷機器

の出力（kＷ） 

mi
b

dcos
mZ'

ks
・ｓ－   
 

 
  
 

 
 

 を計算して、その値が最大となるmiをＭ3’とす

る。 

ηb  ：ベース負荷の効率 

mi   ：個々の負荷機器の出力（kＷ） 

Ｋ    ：負荷の出力合計（kＷ） 

４ 原動機出力係数ＲＥの決定 

ＲＥは、ＲＥ1、ＲＥ2及びＲＥ３の最大のものとする。 

ＲＥ＝max．（ＲＥ1、ＲＥ2、ＲＥ３） 

５ ＲＥの値の調整 

４で求めたＲＥの値が1.3Ｄの値に比べて著しく大きい場合には、対象負荷とバランス

のとれたＲＥの値を選定し、その値が1.3Ｄに近づくよう調整すること 

この場合における調整は、次により行うこと 

(1) ＲＥの値の実用上望ましい範囲 

1.3Ｄ≦ＲＥ≦2.2 

(2) 昇降機以外の負荷が要因で過大なＲＥの値となる場合、始動方式の変更を行って、(1)

の範囲を満足するようにする。 

(3) 回生電力を生ずる昇降機がある場合 

(1)の範囲を満足するものであっても、回生電力を生ずる昇降機がある場合、この回

生電力を吸収できることを確認する。 

吸収できない場合は、回生電力を吸収する負荷を設けること 

６ 原動機の軸出力 

原動機の軸出力は、ＲＥ×Ｋ×Ｃp（kＷ）以上とする。 
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７ 原動機出力係数（ＲＥ）の算出手順 

原動機出力係数（ＲＥ）の算出方法は、前述のとおりであるが、その具体的算出に当た

っては、様式４に示す計算シートを用いるものであること 

なお、計算シートを用いた算出の手順は、次によることとし、各算出式に用いる係数等

については、別記６の諸元表によること 

(1) 原動機出力の算出と整合 

負荷表及び発電機出力計算シートに基づいて様式４「自家発電設備出力計算シート

（原動機・整合）」の所定欄に当該数値を記入し原動機出力を算出、さらに発電機出力

と原動機出力の整合を確認して、自家発電設備出力を求める。 

(2) ＲＥ１＝1.3Ｄ＝1.3×◯41     ＝◯58      

◯41 ：Ｄ  別記６．１．(2)より求め記入する。 

◯58 ：   上記の計算結果をＲＥ１とする。 

(3) 原動機種別によるＲＥ2 

ア ディーゼルエンジンの場合 

    2
'

mZ'
ks1.163

2 fv1.026dscos1.026 2
Ｋ

Ｍ

ε －θ・ｄ＋＝  RE  

 

◯59 ：ε      別記６．３より求め記入する。 

◯60 ： ｓ
’

 cos
mZ

ks
 負荷表の⑲Ｍ2’におけるmiの⑰ ｓ

’
 cos

mZ
ks

の値を記入す

る。 

⑲：Ｍ2’      負荷表の⑲Ｍ2’の値を記入する。 

◯38 ：fv2        別記６．２－１による。 

◯61 ：ＲＥ2     上記の計算結果をＲＥ2とする。 

イ ガスタービンの場合 

  2
'

mZ'
ks1.163

2 fvscos 2
Ｋ

Ｍ

ε ・θ・＝RE  

◯62 ：ＲＥ2  上記の計算結果をＲＥ2とする。 

(4)     
Ｋ

Ｍ

’γ －θｄ＋＝ '
mZ

ksfv
3

33 1.368dscos1.1631.368RE  

 

 

 

＝｛1.026×48 ＋（ －1.026・48 ）

｝× 38 ＝ 61

59

1.163
× 60

×
19

8

＝（
59

1.163
× 60 ×

19

8
）× 38 ＝ 62

39

63
＝ ｛1.368× 48 64＋（1.163× －1.368×

48 ＝  65）×
22

8
｝
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◯39 ：fv3           別記６．２－１による。 

◯63 ：γ           別記６．３により求め記入する。 

 

◯64 scos
mZ

ks  
’

負荷表の◯22Ｍ3’におけるmiのZ’m 

◯34 scos
mZ

ks  
’

の値を記入する。 

 

◯22 ：Ｍ3’     負荷表の◯22Ｍ3’の値を記入する。 

◯65 ：ＲＥ3     上記の計算結果をＲＥ3とする。 

(5) ＲＥを求める。 

◯66：◯58、◯61又は◯62及び◯65 の値のうち、最大の値をＲＥとする。 

なお、1.3≦ＲＥ≦2.2が望ましい。 

(6) 原動機定格出力 

Ｅ＝ＲＥ・Ｋ・ＣＰ 

＝◯66    ×⑧   ×◯67  

＝◯68    ⇒◯69  

◯68 ：上記の計算結果を原動機計算出力◯68 とする。 

◯69 ：◯68 の算出値以上の値を原動機定格出力◯69 とする。 

(7) 整合 

消防用設備等の非常電源として、有効かつ適切な自家発電設備の選定のために、発電

機出力と原動機出力には一定の関係があり、その適切な組み合わせを図る必要がある。

発電機定格出力◯57 と原動機定格出力◯69 の値が次式の関係にある場合、当該出力を自家発

電設備の定格出力とする。 

ＭＲ≧1.0 

P1.13
Ｇ・Ｃ

Ｅ＝MR  

＝◯70       

なお、ＭＲ＜1.5となるように計画することが望ましいこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69

＝1.13

57 × 67
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別記５ 原動機出力係数（ＲＥ）の算出式（詳細式） 

 

１ 定常負荷出力係数（ＲＥ１） 

ηｇ
１

η
１・Ｄ・＝ L1RE  

ηL：負荷の総合効率 

 i
miL
η

Ｋ＝η  

Ｋ ：負荷の出力合計（kＷ） 

ｍi：個々の負荷機器の出力（kＷ） 

ηi：当該負荷の効率 

Ｄ ：負荷の需要率 

ηg：発電機の効率 

２ 許容回転数変動出力係数（ＲＥ２） 

    
 

  
 

 
 
  

 
 

Ｋ

Ｍ

Ｋ

Ｍ

ηηε
１ ・θ＋－ε－・＝

'
mZ'

ks'
b

d
g'

fv
2

2s22 cos1aRE  

＝         
 

  
 

Ｋ

Ｍ

ηηηε
１ ε－θ＋ε－・ ―

'
b

d
mZ'

ks
b

d
g'

fv 2s2 acosa  

ε：原動機の無負荷時投入許容量（ＰＵ（自己容量ベース）） 

fv2：瞬時回転数低下、電圧降下による投入負荷低減係数 

通常の場合は、fv2＝1.0とし、次の条件に全て適合する場合は、次式による。 

① 全て消防負荷で、下式のＭ2’に該当する負荷機器は、軽負荷（ポンプ 

類）であること 

② 原動機はディーゼル機関又はガスタービン（一軸）とし、ディーゼル機関

の場合は、Ｋ≦35kＷ、ガスタービンの場合は、Ｋ≦55kＷであること 

③ 電動機の始動方式は、ラインスタート、Ｙ―Δ始動（クローズドを含む）、

リアクトル始動、コンドルファ始動、特殊コンドルファ始動であること 

④ 負荷にエレベーターがないこと 

⑤ 負荷に分負荷がないこと 

⑥ Ｍ／Ｋ≧0.333であること 

計算式 

 fv2＝1.00－0.24×Ｍ2’／Ｋ 

ηg’ ：発電機の過負荷時効率 

a   ：原動機の仮想全負荷時投入許容量（ＰＵ） 

d   ：ベース負荷の需要率 

ηb  ：ベース負荷の力率 

ks   ：負荷の始動方式による係数 

Z’m  ：負荷の始動時インピーダンス（ＰＵ） 

Cosθs ：負荷の始動時力率 



418 

Ｍ2’ ：負荷投入時の回転数変動が最大となる負荷機器の出力（kＷ） 

Ｋ   ：負荷の出力合計（kＷ） 

３ 許容最大出力係数（ＲＥ3） 

    
Ｋ

Ｍ

Ｋ

Ｍ

ηη
１

ν
・θ＋－・＝

'
mZ'

ks'
g'

fv
3

3
s

33 cos1b
dRE  

    
Ｋ

Ｍ

ηηη
１

ν
－θ＋・＝

'
mZ'

ks
g'

fv 3
s

3 cos b
d

b
d  

fv3：瞬時回転数低下、電圧降下による投入負荷低減係数 

通常の場合は、fv3＝1.0とし、次の条件に全て適合する場合は、次式による。 

① 全て消防負荷で、下式のＭ3’に該当する負荷機器は、軽負荷（ポンプ 

類）であること 

② 原動機はディーゼル機関又はガスタービン（一軸）とし、ディーゼル機関

の場合は、Ｋ≦35kＷ、ガスタービンの場合は、Ｋ≦55kＷであること 

③ 電動機の始動方式は、ラインスタート、Ｙ―Δ始動（クローズドを含む）、

リアクトル始動、コンドルファ始動、特殊コンドルファ始動であること 

④ 負荷にエレベーターがないこと 

⑤ 負荷に分負荷がないこと 

⑥ Ｍ／Ｋ≧0.333であること 

計算式 

fv3＝1.00－0.24×Ｍ3’／Ｋ 

ν  ：原動機の短時間最大出力（ＰＵ） 

ηg’ ：発電機の過負荷時効率 

d   ：ベース負荷の需要率 

ηb  ：ベース負荷の効率 

ks  ：負荷の始動方式による係数 

Z’m ：負荷の始動時インピーダンス（ＰＵ） 

cosθs：負荷の始動時力率 

Ｍ3’ ：負荷投入時に原動機出力を最大とする負荷機器の出力（kＷ） 

Ｋ  ：負荷の出力合計（kＷ） 
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別記６ 諸元表 

 

１ 自家発電設備の出力計算用諸元値 

(1) 負荷機器の定常時定数 

負 

荷 

記 

号 
種  類 

出 力 

換 算 

係 数 

負荷表

入力 

単位 

(*1) 

単 相 

三 相 

の 別 

稼 

動 

率 

(*2) 

始 

動 

完 

了 

後 

の 

変 

動 

の 

有 

無 

(*3) 

出 

力 

範 

囲 

kＷ 

(*4) 

定常時定数 

ηі Cosθi 

高周波 

発生率 

ｈｋ 

多 

重 

化 

効 

果 

の 

有 

無 

誘 

導 

電 

動 

機 

(*5) 

(*6) 

MLT 
低圧電動機 

（トップランナーモータ） 
1.000 

出力 

kＷ 
三相 1.000 無  表1.(5) 

表

1.(5) 
0.000 無 

MLO 
低圧電動機 

（ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰﾓｰﾀ以外） 
1.000 

出力 

kＷ 
三相 1.000 無  表1.(6) 

表

1.(6) 
0.000 無 

MH 高圧電動機 1.000 
出力 

kＷ 
三相 1.000 無  表1.(7) 

表

1.(7) 
0.000 無 

VFT 
インバータ電動機 

（トップランナーモータ） 
1.000 

出力 

kＷ 
三相 1.000 無  0.800 1.000 0.491 

有 

(\) 

VFO 
インバータ電動機 

（ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰﾓｰﾀ以外） 
1.000 

出力 

kＷ 
三相 1.000 無  0.800 1.000 0.491 

有 

(\) 

MM 巻線形電動機 1.000 
出力 

kＷ 
三相 1.000 無  0.850 0.800 0.000 無 

SM1 双固定子電動機 1.000 
出力 

kＷ 
三相 1.000 無 

① 0.835 0.825 

0.000 無 
② 0.835 0.825 

③ 0.860 0.825 

④ 0.885 0.840 

電灯

差込 

EL 白熱灯 1.000 
出力 

kＷ 
単相 1.000 無  1.000 1.000 0.000 無 

FL 蛍光灯 1.000 
出力 

kＷ 
単相 1.000 無  1.000 0.800 0.000 無 

CO 差込機器 1.000 
出力 

kＷ 
単相 1.000 無  1.000 0.800 0.000 無 

DN 電熱負荷 1.000 
出力 

kＷ 
単相 1.000 無  1.000 1.000 0.000 無 

P1 単相負荷一般 1.000 
出力 

kＷ 
単相 1.000 無  0.900 0.900 0.000 無 

整 流器 

RF1 単相全波整流 1.000 
出力 

kＷ 
単相 1.000 無  0.800 0.850 0.570 

有 

(\) 

RF3 ３相全波電流 1.000 
出力 

kＷ 
三相 1.000 無  0.800 0.850 0.491 

有 

(\) 

CVCF  

CV1 単相全波整流 1.000 
出力 

kVA 
単相 1.000 無  0.900 0.900 0.570 

有 

(\) 

CV3 ３相全波電流 1.000 
出力 

kVA 
三相 1.000 無  0.900 0.900 0.491 

有 

(\) 

CV6 ６相全波電流 1.000 
出力 

kVA 
三相 1.000 無  0.900 0.900 0.288 無 
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エ レベ 

ー ター 
EV 

直 流 ｻ ｲ ﾘ ｽ ﾀ ﾚ ｵ ﾅ ｰ ﾄ  ゙ 1.224 
出力 

kＷ 
三相 表1.(4) 有  0.850 0.800 0.491 

有 

(\) 

直流 M－G 1.590 
出力 

kＷ 
三相 表1.(4) 有  0.850 0.850 0.000 無 

交流帰還制御 1.224 
出力 

kＷ 
三相 表1.(4) 有  0.850 0.800 0.491 

有 

(\) 

交流 VVVF 1.224 
出力 

kＷ 
三相 表1.(4) 有  0.850 0.800 0.491 

有 

(\) 

油圧制御 2.000 
出力 

kＷ 
三相 表1.(4) 有  0.950 0.850 0.000 無 

注（＊１）出力ｍｉ（kＷ）は以下により計算する。 

・負荷表入力単位が出力 kＷのもの ：ｍｉ＝出力換算係数×負荷表入力値 

・負荷表入力単位が出力 kVA のもの：ｍｉ＝出力換算係数×負荷表入力値×力率 cosθi 

・負荷表入力単位が入力 kＷのもの ：ｍｉ＝出力換算係数×負荷表入力値×効率ηi 

・負荷表入力単位が入力 kVA のもの：ｍｉ＝出力換算係数×負荷表入力値×力率 cosθi×効率ηi 

（＊２）稼動率は、負荷出力合計Ｋ（kＷ）及び負荷の相当出力Ｍｐ（kＷ）を求める際に用いる。 

（＊３）継続負荷は投入以後の各ステップにおいて継続的に投入負荷として扱われるものを示す。 

（＊４）電動機出力（ｍｉ）により cosθs の値が変わるものについては、次のように出力範囲を区切る。 

①：5.5kＷ未満、②：5.5kＷ以上11kＷ未満、③：11kＷ以上30kＷ未満、④：30kＷ以上 

（＊５）VFO、MM は低圧、高圧共通とする。（VFT は、低圧のみ。） 

（＊６）MLT 及び VFT の諸元値の出力範囲は、0.75kＷ以上375kＷ以下とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 負荷機器の需要率 

項 目 記 号 防災／一般の別 値 

負 荷 の 需 要 率 Ｄ 

防 災 設 備 1.0 

一 般 設 備 
実情値 

（0.4～1.0） 

ベース負荷の需要

率 
ｄ 

防 災 設 備 1.0 

一 般 設 備 
実情値 

（0.4～1.0） 
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(3) 負荷機器の始動時定数 

ア 始動瞬時 

負 

荷 

記 

号 
種 類 

始動時定数 

始動 

方式 

記 

号 

出力

範囲

k Ｗ 

(*4) 

始動瞬時 

ＲＧ２ ＲＧ３ ＲＥ２ ＲＥ３ 

kｓ Ｚ’m kｓ Ｚ’m kｓ Ｚ’m cosѲs kｓ Ｚ’m cosѲs 

誘導 

電動

機 

MLT 

低圧 

電動機 

(ﾄｯﾌﾟﾗﾝ

ﾅｰﾓｰﾀ) 

ラインスタート Ｌ 

① 

1.000 0.120 1.000 0.120 1.000 0.120 

0.600 

1.000 0.120 

0.600 

② 0.500 0.500 

③ 0.400 0.400 

④ 0.300 0.300 

Ｙ－Δ始動（最

大／次） 
Ｙ 

① 

0.333 0.120 0.333 0.120 0.333 0.120 

0.600 

0.333 0.120 

0.600 

② 0.500 0.500 

③ 0.400 0.400 

④ 0.300 0.300 

Ｙ－Δ始動（そ

の他） 
Ｙ 

① 

0.333 0.120 0.333 0.120 0.333 0.120 

0.600 

0.333 0.120 

0.600 

② 0.500 0.500 

③ 0.400 0.400 

④ 0.300 0.300 

クローズド 

Ｙ－Δ始動（最

大／次） 

YC 

① 

0.333 0.120 0.333 0.120 0.333 0.120 

0.600 

0.333 0.120 

0.600 

② 0.500 0.500 

③ 0.400 0.400 

④ 0.300 0.300 

クローズド 

Ｙ－Δ始動（そ

の他） 

YC 

① 

0.333 0.120 0.333 0.120 0.333 0.120 

0.600 

0.333 0.120 

0.600 

② 0.500 0.500 

③ 0.400 0.400 

④ 0.300 0.300 

リアクトル 

始動 
Ｒ 

① 

0.700 0.120 0.700 0.120 0.490 0.120 

0.600 

0.490 0.120 

0.600 

② 0.500 0.500 

③ 0.400 0.400 

④ 0.300 0.300 

コンドルファ始

動 
Ｃ 

① 

0.490 0.120 0.490 0.120 0.490 0.120 

0.600 

0.490 0.120 

0.600 

② 0.500 0.500 

③ 0.400 0.400 

④ 0.400 0.400 

特殊コンドルフ

ァ始動 
SC 

① 

0.250 0.120 0.250 0.120 0.250 0.120 0.400 0.250 0.120 0.400 
② 

③ 

④ 

連続電圧 

制御始動 
VC 

① 

0.120 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120 0.300 0.120 0.120 0.300 
② 

③ 

④ 

MLO 

低圧 

電動機 

(ﾄｯﾌﾟﾗﾝ

ﾅｰﾓｰﾀ以

外) 

ラインスタート Ｌ 

① 

1.000 0.140 1.000 0.140 1.000 0.140 

0.700 

1.000 0.140 

0.700 

② 0.600 0.600 

③ 0.500 0.500 

④ 0.400 0.400 

Ｙ－Δ始動（最

大／次） 
Ｙ 

① 

0.333 0.140 0.333 0.140 0.333 0.140 

0.700 

0.333 0.140 

0.700 

② 0.600 0.600 

③ 0.500 0.500 

④ 0.400 0.400 

Ｙ－Δ始動（そ

の他） 
Ｙ 

① 

0.333 0.140 0.333 0.140 0.333 0.140 

0.700 

0.333 0.140 

0.700 

② 0.600 0.600 

③ 0.500 0.500 

④ 0.400 0.400 
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クローズド 

Ｙ－Δ始動（最

大／次） 

YC 

① 

0.333 0.140 0.333 0.140 0.333 0.140 

0.700 

0.333 0.140 

0.700 

② 0.600 0.600 

③ 0.500 0.500 

④ 0.400 0.400 

クローズド 

Ｙ－Δ始動（そ

の他） 

YC 

① 

0.333 0.140 0.333 0.140 0.333 0.140 

0.700 

0.333 0.140 

0.700 

② 0.600 0.600 

③ 0.500 0.500 

④ 0.400 0.400 

リアクトル 

始動 
Ｒ 

① 

0.700 0.140 0.700 0.140 0.490 0.140 

0.700 

0.490 0.140 

0.700 

② 0.600 0.600 

③ 0.500 0.500 

④ 0.400 0.400 

コンドルファ始

動 
Ｃ 

① 

0.490 0.140 0.490 0.140 0.490 0.140 

0.700 

0.490 0.140 

0.700 

② 0.600 0.600 

③ 0.500 0.500 

④ 0.500 0.500 

特殊コンドルフ

ァ始動 
SC 

① 

0.250 0.140 0.250 0.140 0.250 0.140 0.500 0.250 0.140 0.500 
② 

③ 

④ 

連続電圧 

制御始動 
VC 

① 

0.140 0.140 0.140 0.140 0.140 0.140 0.400 0.140 0.140 0.400 
② 

③ 

④ 

MH 
高圧 

電動機 

ラインスタート Ｌ  1.000 0.180 1.000 0.180 1.000 0.180 0.400 1.000 0.180 0.400 

Ｙ－Δ始動 Ｙ  0.333 0.180 0.333 0.180 0.333 0.180 0.400 0.333 0.180 0.400 

ﾘｱｸﾄﾙ始動 Ｒ  0.700 0.180 0.700 0.180 0.700 0.180 0.400 0.700 0.180 0.400 

ｺﾝﾄﾞﾙﾌｧ始動 Ｃ  0.490 0.180 0.490 0.180 0.490 0.180 0.400 0.490 0.180 0.400 

特殊コンドルファ始動 SC  0.250 0.180 0.250 0.180 0.250 0.180 0.470 0.250 0.180 0.470 

VFT 

ｲ ﾝ ﾊ ﾞ ｰ ﾀ

電 動 機

(ﾄｯﾌﾟﾗﾝ

ﾅｰﾓｰﾀ） 

   0.000 0.120 0.000 0.120 0.000 0.120 0.000 0.000 0.120 0.000 

VFO 

ｲ ﾝ ﾊ ﾞ ｰ ﾀ

電 動 機

(ﾄｯﾌﾟﾗﾝ

ﾅｰﾓｰﾀ以

外） 

   0.000 0.140 0.000 0.140 0.000 0.140 0.000 0.000 0.140 0.000 

MM 
巻線形 

電動機 
   1.000 0.450 1.000 0.450 1.000 0.450 0.700 1.000 0.450 0.700 

SM1 

双 固 定

子 

電動機 

  

① 0.333 0.256 0.333 0.256 0.333 0.256 0.650 0.333 0.256 0.650 

② 0.333 0.256 0.333 0.256 0.333 0.256 0.650 0.333 0.256 0.650 

③ 0.333 0.256 0.333 0.256 0.333 0.256 0.600 0.333 0.256 0.600 

④ 0.333 0.290 0.333 0.290 0.333 0.290 0.550 0.333 0.290 0.550 

電灯

差込 

EL 白熱灯    1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

FL 蛍光灯    1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

CO 
差 込 機

器 
   1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

DN 
電 熱 負

荷 
   1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

P1 
単相負荷

一般 
   1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

整流

器 

RF1 
単相全波

整流 
   1.000 0.680 1.000 0.680 1.000 0.680 0.850 1.000 0.680 0.850 

RF3 
３相全

波電流 
   1.000 0.680 1.000 0.680 1.000 0.680 0.850 1.000 0.680 0.850 
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CVCF 

CV1 
単相全波

整流 
   1.000 0.900 1.000 0.900 1.000 0.900 0.900 1.000 0.900 0.900 

CV3 
３相全

波電流 
   1.000 0.900 1.000 0.900 1.000 0.900 0.900 1.000 0.900 0.900 

CV6 
６相全

波電流 
   1.000 0.900 1.000 0.900 1.000 0.900 0.900 1.000 0.900 0.900 

ｴﾚﾍﾞ

ｰﾀｰ 
EV  

直流ｻｲﾘｽﾀﾚｵﾅｰﾄﾞ TH  0.000 1.000 0.000 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000 0.000 

直流Ｍ－Ｇ MG  1.000 0.540 1.000 0.540 1.000 0.540 0.500 1.000 0.540 0.500 

交流帰還制御 FB  1.000 0.204 1.000 0.204 1.000 0.204 0.800 1.000 0.204 0.800 

交流 VVVF VF  0.000 0.340 0.000 0.340 0.000 0.340 0.000 0.000 0.340 0.000 

油圧制御 OY  1.000 0.400 1.000 0.400 1.000 0.400 0.500 1.000 0.400 0.500 

 

イ 始動中 

負 

荷 

記 

号 
種 類 

始動時定数 

始動 

方式 

記 

号 

出力

範囲

kＷ 

(*4) 

始動中 

ＲＧ２ ＲＧ３ ＲＥ２ ＲＥ３ 

kｓ Ｚ’m kｓ Ｚ’m kｓ Ｚ’m cosѲs kｓ Ｚ’m cosѲs 

誘導 

電動 

機 

MLT 

低圧 

電動機 

(ﾄｯﾌﾟﾗﾝ

ﾅｰﾓｰﾀ) 

ラインスタート Ｌ 

① 

0.000 0.650 1.000 0.650 0.000 0.650 0.750 1.000 0.650 0.750 
② 

③ 

④ 

Ｙ－Δ始動 

（最大／次） 
Ｙ 

① 

0.667 0.120 0.667 0.120 0.667 0.120 

0.600 

0.667 0.120 

0.600 

② 0.500 0.500 

③ 0.400 0.400 

④ 0.300 0.300 

Ｙ－Δ始動 

（その他） 
Ｙ 

① 

0.000 0.650 1.000 0.650 0.000 0.650 0.750 1.000 0.650 0.750 
② 

③ 

④ 

クローズド 

Ｙ－Δ始動 

（最大／次） 

YC 

① 

0.333 0.120 0.667 0.120 0.500 0.120 

0.600 

0.667 0.120 

0.600 

② 0.500 0.500 

③ 0.400 0.400 

④ 0.300 0.300 

クローズド 

Ｙ－Δ始動 

（その他） 

YC 

① 

0.000 0.650 1.000 0.650 0.000 0.650 0.750 1.000 0.650 0.750 
② 

③ 

④ 

リアクトル 

始動 
Ｒ 

① 

0.000 0.120 0.700 0.120 0.000 0.120 

0.600 

0.490 0.120 

0.600 

② 0.500 0.500 

③ 0.400 0.400 

④ 0.300 0.300 

コンドルファ始

動 
Ｃ 

① 

0.000 0.120 0.490 0.120 0.000 0.120 

0.600 

0.490 0.120 

0.600 

② 0.500 0.500 

③ 0.400 0.400 

④ 0.400 0.400 

特殊コンドルフ

ァ始動 
SC 

① 

0.000 0.120 0.420 0.120 0.000 0.120 0.400 0.490 0.120 

0.600 

② 0.500 

③ 0.400 

④ 0.400 

連続電圧 

制御始動 
VC 

① 

0.000 0.120 1.000 0.340 0.000 0.120 0.300 1.000 0.340 0.300 
② 

③ 

④ 

MLO 低圧 ラインスタート Ｌ ① 0.000 0.680 1.000 0.680 0.000 0.680 0.800 1.000 0.680 0.800 
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電動機 

(ﾄｯﾌﾟﾗﾝ

ﾅｰﾓｰﾀ以

外) 

② 

③ 

④ 

Ｙ－Δ始動 

（最大／次） 
Ｙ 

① 

0.667 0.140 0.667 0.140 0.667 0.140 

0.700 

0.667 0.140 

0.700 

② 0.600 0.600 

③ 0.500 0.500 

④ 0.400 0.400 

Ｙ－Δ始動 

（その他） 
Ｙ 

① 

0.000 0.680 1.000 0.680 0.000 0.680 

0.700 

1.000 0.680 

0.700 

② 0.600 0.600 

③ 0.500 0.500 

④ 0.400 0.400 

クローズド 

Ｙ－Δ始動 

（最大／次） 

YC 

① 

0.333 0.140 0.667 0.140 0.500 0.140 

0.700 

0.667 0.140 

0.700 

② 0.600 0.600 

③ 0.500 0.500 

④ 0.400 0.400 

クローズド 

Ｙ－Δ始動 

（その他） 

YC 

① 

0.000 0.680 1.000 0.680 0.000 0.680 

0.700 

1.000 0.680 

0.700 

② 0.600 0.600 

③ 0.500 0.500 

④ 0.400 0.400 

リアクトル 

始動 
Ｒ 

① 

0.000 0.140 0.700 0.140 0.000 0.140 

0.700 

0.490 0.140 

0.700 

② 0.600 0.600 

③ 0.500 0.500 

④ 0.400 0.400 

コンドルファ始

動 
Ｃ 

① 

0.000 0.140 0.490 0.140 0.000 0.140 

0.700 

0.490 0.140 

0.700 

② 0.600 0.600 

③ 0.500 0.500 

④ 0.500 0.500 

特殊コンドルフ

ァ始動 
SC 

① 

0.000 0.140 0.420 0.140 0.000 0.140 0.500 0.490 0.140 

0.700 

② 0.600 

③ 0.500 

④ 0.500 

連続電圧 

制御始動 
VC 

① 

0.000 0.140 1.000 0.340 0.000 0.140 0.400 1.000 0.340 0.400 
② 

③ 

④ 

MH 
高圧 

電動機 

ラインスタート  Ｌ  0.000 0.180 1.000 0.680 0.000 0.180 0.400 1.000 0.680 0.400 

Ｙ－Δ始動 Ｙ  0.667 0.180 0.667 0.180 0.667 0.180 0.400 0.667 0.180 0.400 

ﾘｱｸﾄﾙ始動 Ｒ  0.000 0.180 0.700 0.180 0.000 0.180 0.400 0.700 0.180 0.400 

ｺﾝﾄﾞﾙﾌｧ始動 Ｃ  0.000 0.180 0.490 0.180 0.000 0.180 0.400 0.490 0.180 0.400 

特殊コンドルファ始動 SC  0.000 0.180 0.420 0.180 0.000 0.180 0.470 0.420 0.180 0.470 

VFT 

ｲ ﾝ ﾊ ﾞ ｰ ﾀ

電 動 機

(ﾄｯﾌﾟﾗﾝ

ﾅｰﾓｰﾀ） 

   0.000 0.120 1.000 0.650 0.000 0.120 0.850 1.000 0.650 0.850 

VFO 

ｲ ﾝ ﾊ ﾞ ｰ ﾀ

電 動 機

(ﾄｯﾌﾟﾗﾝ

ﾅｰﾓｰﾀ以

外） 

   0.000 0.140 1.000 0.680 0.000 0.140 0.850 1.000 0.680 0.850 

MM 
巻線形 

電動機 
   0.000 0.450 1.000 0.450 0.000 0.450 0.700 1.000 0.450 0.700 

SM1 

双固定

子 

電動機 

  

① 0.000 0.408 1.000 0.408 0.000 0.408 0.650 1.000 0.408 0.650 

② 0.000 0.408 1.000 0.408 0.000 0.408 0.650 1.000 0.408 0.650 

③ 0.000 0.408 1.000 0.408 0.000 0.408 0.700 1.000 0.408 0.700 

④ 0.000 0.392 1.000 0.392 0.000 0.392 0.700 1.000 0.392 0.700 

電灯 EL 白熱灯    0.000 1.000 1.000 1.000 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
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差込 FL 蛍光灯    0.000 1.000 1.000 1.000 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

CO 
差込機

器 
   0.000 1.000 1.000 1.000 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

DN 
電熱負

荷 
   0.000 1.000 1.000 1.000 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

P1 
単相負荷

一般 
   0.000 1.000 1.000 1.000 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

整流

器 

RF1 
単相全波

整流 
   0.000 0.680 1.000 0.680 0.000 0.680 0.850 1.000 0.680 0.850 

RF3 
３相全

波電流 
   0.000 0.680 1.000 0.680 0.000 0.680 0.850 1.000 0.680 0.850 

CVCF 

CV1 
単相全波

整流 
   0.000 0.900 1.000 0.900 0.000 0.900 0.900 1.000 0.900 0.900 

CV3 
３相全

波電流 
   0.000 0.900 1.000 0.900 0.000 0.900 0.900 1.000 0.900 0.900 

CV6 
６相全

波電流 
   0.000 0.900 1.000 0.900 0.000 0.900 0.900 1.000 0.900 0.900 

ｴﾚﾍﾞ

ｰﾀｰ 
EV  

直流 ｻｲﾘｽﾀﾚｵﾅｰﾄﾞ TH  0.000 1.000 1.000 0.340 0.000 1.000 0.000 1.000 0.340 0.800 

直流Ｍ－Ｇ MG  1.000 0.270 1.000 0.270 1.000 0.270 0.500 1.000 0.400 0.850 

交流帰還制御 FB  0.000 0.204 1.000 0.204 0.000 0.204 0.000 1.000 0.204 0.800 

交流 VVVF VF  0.000 0.340 1.000 0.340 0.000 0.340 0.000 1.000 0.340 0.800 

油圧制御 OY  1.000 0.200 1.000 0.200 1.000 0.200 0.500 1.000 0.200 0.500 

 

(4) エレベーター台数による換算係数 

台数による

換 算 係 数 

台 数

（ ｎ ） 
１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 

Ｕｖ 1.00 2.00 2.70 3.10 3.25 3.30 3.71 4.08 4.45 4.80 

 

(5) 低圧電動機（トップランナーモータ）の力率、効率表 

定格出力 

ｍｉ（kＷ） 

効 率 

ηｉ 

力 率 

cosθｉ 

0.75 0.755 0.666 

1.50 0.825 0.690 

2.20 0.843 0.713 

3.70 0.865 0.737 

5.50 0.880 0.765 

7.50 0.891 0.767 

11.00 0.902 0.771 

15.00 0.902 0.776 

18.50 0.910 0.780 

22.00 0.910 0.784 

30.00 0.917 0.793 

37.00 0.924 0.806 

備考 中間値の場合は直近下位の値を、37kＷを超え375kＷ以下のものは37kＷの値を使用する。 
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(6) 低圧電動機（トップランナーモータ以外）の力率、効率表 

定格出力 

ｍｉ（kＷ） 

効 率 

ηｉ 

力 率 

cosθｉ 

0.75 0.745 0.720 

1.50 0.785 0.775 

2.20 0.810 0.800 

3.70 0.835 0.800 

5.50 0.850 0.800 

7.50 0.860 0.805 

11.00 0.870 0.810 

15.00 0.880 0.815 

18.50 0.890 0.820 

22.00 0.895 0.820 

30.00 0.900 0.825 

37.00 0.900 0.830 

備考 0.75kＷ未満のときは、0.75kＷの値を、中間値の場合は直近下位の値を、37kＷを超えるものは37ｋＷの値を使

用する。 

 

(7) 高圧電動機の力率、効率表 

定格出力 

ｍｉ（kＷ） 

効 率 

ηｉ 

力 率 

cosθｉ 

 37 0.855 0.800 

 40 0.860 0.805 

 50 0.870 0.815 

 55 0.875 0.820 

 60 0.875 0.825 

 75 0.880 0.830 

100 0.890 0.845 

110 0.890 0.845 

125 0.895 0.850 

150 0.900 0.855 

200 0.905 0.860 

備考 37kＷ未満のときは、37kＷの値を、中間値の場合は直近下位の値を、200kＷを超えるものは200kＷの値を使用す

る。 
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２ 発電機の出力計算用諸元値 

項        目 記号 値 記 事 

効   率 

 

定常運転時効率 

 

ηｇ 表２－２の値 
ＪＥＭ1354に規定する規約

効率 

 

短時間負荷時効

率 

 

ηｇ’ 
表２－２の値

×0.95 
規約効率（ＪＥＭ）の95％ 

過電流耐力 

発電機の短時間 

（15秒）過電流耐

力 

ＫＧ3 1.500 ＪＥＭ1354の規定による。 

許 容 逆 相 

電   流 

発電機の許容逆

相電流による係

数 

ＫＧ4 

0.150 

(0.150～

0.300) 

ＪＥＭ1354の規定は、0.150

である。0.150を超える( )

内の仕様のものは、特別仕様

となり、特別発注となる。 

発電機定数 

負荷投入時にお

ける電圧降下を

評価したインピ

ーダンス分 

xd’g 

0.250 

（0.125～

0.430） 

 

許   容 

電 圧 降 下 

エレベーターが

含まれない一般

負荷の場合 ΔＥ 

0.250 

(0.200～

0.300) 

 

エレベーターが

含まれる場合 
0.200 

 

力   率 
発電機の定格力

率 
cosθg 0.800 

 

回転数低下 

電 圧 降 下 

瞬時回転数低下、

電圧降下による

投入負荷減少係

数 

fv 

備考の計算式

により求めら

れた値 

２－１項参照 

備考 １．（ ）内の値は、特別仕様の場合に用いるものとする。 

２．ＫＧ３は、Ｋ≦50kＷの場合には、形式認定を受けた自家発電装置に限りＫＧ３＝1.65

とすることができる。 

３．xd’g は、２極機でＫ≦50kＷの場合には、形式認定を受けた自家発電装置に限り

xd’g＝0.125とすることができる。 

４．fv の計算式は、次のとおりとする。 

fv1＝1.000－0.120×M3／K 
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fv2＝1.000－0.240×M2’／K 

fv3＝1.000－0.240×M3’／K 

 

２－１ 瞬時回転数低下、電圧降下による負荷減少係数(fv)の値 

通常の場合は、fv1、fv２、fv３＝1.0とし、次の条件に全て適合する場合は、次式に

よる。 

① 全て消防負荷で、下式の M３,M２’,M３’に該当する負荷機器は、軽負荷(ポンプ

類)であること 

② 原動機は、ディーゼル機関又はガスタービン(一軸)とし、ディーゼル機関の場

合は、Ｋ≦35kＷ、ガスタービンの場合は、K≦55kＷであること 

③ 電動機の始動方式は、ラインスタート、Y－Δ始動(クローズドを含む)、リア

クトル始動、コンドルファ始動、特殊コンドルファ始動であること 

④ 負荷にエレベーターがないこと 

⑤ 負荷に分負荷がないこと 

⑥ M／K≧0.333であること 

計算式 

fv1＝1.00－0.12×M３／K 

fv２＝1.00－0.24×M２’／K 

fv３＝1.00－0.24×M３’／K 

 

２－２ 発電機効率 

定 格 出 力 発 電 機 効 率 

ηg kVA kＷ 

 20.0  16 79.0 

 37.5  30 82.5 

 50.0  40 84.3 

 62.5  50 85.2 

 75.0  60 85.7 

 100.0  80 86.7 

 125.0  100 87.6 

 150.0  120 88.1 

 200.0  160 88.9 

 250.0  200 89.5 

 300.0  240 90.0 

 375.0  300 90.6 
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 500.0  400 91.3 

 625.0  500 91.9 

 750.0  600 92.3 

 875.0  700 92.5 

1000.0  800 92.8 

1250.0 1000 93.2 

1500.0 1200 93.4 

2000.0 1600 93.8 

2500.0 2000 93.9 

3125.0 2500 94.0 

備考 １．短時間過負荷時発電機効率ηg’は上表のηg の値の95％とする。 

２．20kVA 未満のときは、20kVA の値を、中間値の場合は直近上位の値を、3125kVA を超えるものは3125 kVA の値

とする。 

 

３ 原動機の出力計算用諸元値 

記 号 

発 電 装 置 出 力 

 

(kＷ) 

デ ィ ー ゼ ル 

エ ン ジ ン 

ガ ス タ ー ビ ン ガ ス エ ン ジ ン 

一 軸 形 二 軸 形 

三 元 触 媒 方 式 

過給機無し 過給機有り 

ε 

125以下のもの 
0.8～1.1 

(1.0) 

1.0～1.1 

（1.0） 
─ 

0.5～1.0 

（0.7） 

0.3～1.0 

（0.5） 

125を超え250以下 
0.6～1.1 

（0.8） 

1.0～1.1 

（1.0） 
─ 

250を超え400以下 
0.5～1.0 

（0.7） 

0.85～1.0 

（1.0） 
─ 

400を超え800以下 
0.5～1.0 

（0.6） 

0.7～1.0 

（1.0） 

0.7～0.85 

（0.75） 

800を超え3000以下 
0.5～1.0 

（0.5） 

0.7～1.0 

（0.85） 

0.5～0.75 

（0.7） 

0.2～1.0 

（0.4） 

ν 

(15秒) 
─ 

1.0～1.3 

(普通形 1.0) 

(長時間形1.1) 

1.05～1.3 

（1.1） 

1.05～1.3 

（1.1） 

1.0～1.1 

（1.05） 

1.1 

（1.1） 

ν 

 

 

(1秒) 

250以下のもの 
1.0～1.3 

 

(普通形 1.0) 

(長時間形1.1) 

1.1～1.5 

（1.3） 
1.1～1.3 

 

（1.1） 

1.0～1.1 

 

（1.05） 

1.1 

 

（1.1） 250を超え400以下 
1.1～1.5 

（1.2） 



430 

ａ ─ 
0.1ε～ε 

（0.25ε） 
ε ε 

0.1ε～ε 

（0.25ε） 

0.1ε～ε 

（0.25ε） 

備考 １．このε，ν及びａの値は、発電機端子における原動機固有の特性としてこの表に示すとおりである。計画時点

で原動機を限定できない場合には、ε，ν及びａの値は、括弧内の値を使用して計算する。 

２．この表に示す出力を超える大容量のものについては、当該発電装置の実測値とする。 

３．ガスエンジン発電装置で希薄燃焼方式及びガスタービン発電装置で希薄予混合燃焼方式は、当該発電装置の実

測値とする。 

４．νの値は、ν（15秒）の値を用いる。 

５．製造者の保証値を使用する場合は、その値を諸元値として計算を行ってよい。 

６．この値は、日本内燃力発電設備協会規格 NEGA Ｇ 151－1996（発電機駆動用原動機の負荷投入特性の指針）に

準拠して作られており、εは原動機の無負荷時投入許容量（ＰＵ）、νは原動機の短時間最大出力（ＰＵ）、ａは

原動機の仮想全負荷時投入許容量（ＰＵ）を示す。 

７．発電装置出力 24kＷ以下、ディーゼルエンジン駆動で単一負荷に近い場合等においては、自家発電装置の認定

取得者に限り、ε≦1.2、ν≦1.4 とすることができる。 


